
障
害
児
・
者
の
地
域
生
活
支
援
の
推
進
の
た
め
の
多
機
能
拠
点
構
想

 
（
地
域
生
活
支
援
拠
点
）

 

親
と

の
同

居
 

一
人

暮
ら

し
 

2
4
時
間
の
相
談
受
付

 
緊
急
時
等
の
受
入

 
(医

療
対
応
・
シ
ェ
ル
タ
ー
等

) 

地
域
生
活
の
支
援

 
(緊

急
時
の
人
的
支
援
、
様
々
な

 
資
源
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
等

) 

高
齢

化
に

対
応

し
た

 
日

中
活

動
の

場
 

(生
活

介
護

・就
労

系
等

) 

在
宅

医
療

等
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

 

＋
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
 

地
域
支
援
機
能

 
居
住
支
援
機
能

 

1
0
人

 

生
活

介
護

・
 

就
労

系
等

 

1
0
人

 

1
0
人

×
2
 (

建
物

の
特

例
) 

※
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

の
定

員
を

含
む

 

夜
間
・

 
医
療
体
制

 
等
の
加
算

 
（
拡
充
）

 

3
0
人

程
度

 

障
害

者
支

援
施

設
 

居
住
支
援
機
能

 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

 

地
域
支
援
機
能

 

在
宅

医
療

等
 

地
域
連
携

 

生
活

介
護

・ 
就

労
系

等
 

※
 
拠

点
を

設
け

ず
、

地
域

に
お

い
て

機
能

を
分

担
す

る
「
面

的
整

備
型

」も
考

え
ら

れ
る

 

地
域
連
携

 

地
域

相
談

支
援

・地
域

生
活

支
援

事
業

の
活

用
等

 

地
域

相
談

支
援

・地
域

生
活

支
援

事
業

の
活

用
等

 

地
域

相
談

支
援

・地
域

生
活

支
援

事
業

の
活

用
等

 
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

 

夜
間
・

 
医
療
体
制

 
等
の
加
算

 
（
拡
充
）

 

地
域
生
活
支
援
拠
点
と
し
て
、
居
住
支
援
機
能
と
地
域
支
援
機
能
の
一
体
的
な
整
備
を
推
進

 

※
地

域
生

活
支

援
拠

点
と

し
て

地
域

に
開

か
れ

た
小

規
模

な
障

害
者

支
援

施
設

 

※
安

心
生

活
支

援
事

業
（
地

域
生

活
支

援
事

業
）
に

よ
る

コ
ー

デ
ィ

ネ
イ

ト
や

、
個

別
給

付
に

よ
る

地
域

定
着

支
援

の
実

施
を

必
須

と
し

て
、

施
設

整
備

に
対

す
る

補
助

に
つ

い
て

優
先

的
に

採
択

す
る

こ
と

を
検

討
 

シ
ョ
ー

トス
テ

イ
 

シ
ョ
ー

トス
テ

イ
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一
般
就
労
へ
の
移
行
者
数

 

○
 

一
般

就
労

へ
の

移
行

者
数

に
つ

い
て

は
、
平

成
2
3
年

度
実

績
で

2
.7

倍
（
5
,6

0
1
人

）
と

な
っ

て
い

る
。
（目

標
は

４
倍

。
割

合
は

、
平

成
1
7
年

度
実

績
（
2
,3

7
9
人

）
で

除
し

た
値

）
 

○
 

平
成

2
2
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
の

利
用

者
数

の
増

加
数

（
約

2
,0

0
0
人

）
か

ら
推

計
す

る
と

、
平

成
2
6
年

度
で

は
目

標
で

あ
る

４
倍

を
達

成
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。
 

○
 

数
値

目
標

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

平
成

2
2
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
の

実
績

（
約

2
,0

0
0
人

）
を

基
に

、
平

成
2
4
年

度
を

基
準

と
し

て
、
平

成
2
9
年

度
末

ま
で

に
平

成
2
4
年

度
実

績
の

２
倍

以
上

と
設

定
。
 

3
,3

7
6

  
3

,9
6

0
  

4
,6

1
0

  

6
,5

0
1

  

8
,5

0
1

  

1
0

,5
0

1
  

1
2

,5
0

1
  

1
4

,5
0

1
  

1
6

,5
0

1
  

1
8

,5
0

1
  

0

5
,0

0
0

1
0

,0
0

0

1
5

,0
0

0

2
0

,0
0

0

H
2

0
H

2
1

H
2

2
H

2
3

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

一
般

就
労

へ
の

移
行

者
数

の
推

移
 

H
2
2
～

H
2
3
年

度
の

利
用

者
数

の
増

加
数

→
約

2
,0

00
人

 

H
2
4
年

度
以

降
、

毎
年

2,
00

0人
増

加
す

る
も

の
と

し
て

推
計

 

H
2
4
か

ら
H

2
9
に

お
け

る
一

般
就

労
移

行
者

の
伸

び
 

8
,5

0
1
人

/1
8,

5
0
1人

＝
2
.1

8≒
２

倍
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就
労
移
行
支
援
事
業
の
利
用
者
数

 

○
 

新
し

い
基

本
指

針
に

お
い

て
は

、
福

祉
施

設
を

利
用

し
て

い
る

障
害

者
等

の
一

般
就

労
へ

の
移

行
を

推
進

す
る

た
め

、
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

に
関

す
る

目
標

を
設

定
す

る
。
 

○
 

目
標

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

就
労

移
行

支
援

事
業

の
利

用
者

の
平

均
の

伸
び

率
約

1
4
％

（平
成

2
0
年

度
か

ら
平

成
2
4
年

度
）を

基
に

、
平

成
2
9
年

度
末

ま
で

に
平

成
2
5
年

度
と

比
較

し
て

６
割

以
上

増
加

さ
せ

る
こ

と
を

目
指

す
も

の
と

し
て

設
定

。
 

1
5

,9
6

9
  

1
9

,2
9

2
  

2
0

,4
1

3
  

2
3

,5
5

5
  

2
6

,4
2

6
  

3
0

,0
0

7
  

3
4

,0
7

3
  

3
8

,6
9

0
  

4
3

,9
3

2
  

4
9

,8
8

5
  

0

1
0

,0
0

0

2
0

,0
0

0

3
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

5
0

,0
0

0

6
0

,0
0

0

H
2

0
H

2
1

H
2

2
H

2
3

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

就
労

移
行

支
援

事
業

の
利

用
者

数
の

推
移

 

H
2
0
～

H
2
4
年

度
の

伸
び

率
の

平
均

→
約

1
4
％

 

H
2
5
年

度
以

降
、

1
4％

増
加

す
る

も
の

と
し

て
推

計
 

H
2
5
か

ら
H

2
9
に

お
け

る
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

の
伸

び
 

3
0
,0

0
7
人

/
49

,8
85

人
＝

0.
6
0
2≒

６
割
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就
労
移
行
支
援
の
事
業
所
ご
と
の
就
労
移
行
率

 

○
 

新
し

い
基

本
指

針
に

お
い

て
は

、
福

祉
施

設
を

利
用

し
て

い
る

障
害

者
等

の
一

般
就

労
へ

の
移

行
を

推
進

す
る

た
め

、
就

労
移

行
支

援
事

業
所

に
お

け
る

就
労

移
行

率
に

関
す

る
目

標
を

設
定

す
る

。
 

○
 

目
標

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

就
労

移
行

率
3
0
％

以
上

で
あ

る
就

労
移

行
支

援
事

業
所

の
平

均
の

伸
び

率
約

2
.6

％
（平

成
1
9
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
）を

基
に

、
就

労
移

行
率

が
3
0
％

以
上

で
あ

る
就

労
移

行
支

援
事

業
所

を
、

平
成

2
9
年

度
末

ま
で

に
全

体
の

５
割

以
上

と
す

る
こ

と
を

目
指

す
も

の
と

し
て

設
定

。
 

 
※

 
「就

労
移

行
率

」
は

、
あ

る
年

度
４
月

１
日

時
点

の
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

の
う

ち
当

該
年

度
中

に
一

般
就

労
へ

移
行

し
た

者
の

割
合

。
 

1
6

.7
  

1
7

.8
  

1
8

.8
  

2
6

.0
  

2
7

.1
  

2
9

.7
  

3
2

.3
  

3
4

.9
  

3
7

.5
  

4
0

.1
  

4
2

.7
  

8
3

.4
  

8
2

.2
  

8
1

.1
  

7
4

.0
  

7
2

.9
  

7
0

.3
  

6
7

.7
  

6
5

.0
  

6
2

.4
  

5
9

.8
  

5
7

.2
  

0
.0

2
5

.0

5
0

.0

7
5

.0

1
0

0
.0

H
1

9
H

2
0

H
2

1
H

2
2

H
2

3
H

2
4

H
2

5
H

2
6

H
2

7
H

2
8

H
2

9

就
労

移
行

支
援

事
業

の
就

労
移

行
率

の
割

合
の

推
移

 
3

0
%

以
上

 
3

0
%

未
満

 

H
1
9
～

H
2
3
年

度
の

移
行

率
3
0
％

以
上

で
あ

る
事

業
所

の
伸

び
率

の
平

均
→

約
2
.6

％
 

H
2
4
年

度
以

降
、

2
.6

％
増

加
す

る
も

の
と

し
て

推
計

 

≒
５

割
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第
３
期
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
数
値
目
標
の
実
績
に
つ
い
て

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

地
域

生
活

移
行

者
 

1
3
.3

％
 

(1
9
,4

3
0
人

) 
1
6
.6

％
 

(2
4
,2

7
7
人

) 
2
1
.8

％
 

(3
1
,8

1
3
人

) 
1
4
.5

％
 

(2
1
,1

2
9
人

) 
2
3
.6

％
 

(3
4
,5

2
6
人

) 
2
5
.2

％
 

(3
6
,7

6
4
人

) 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

福
祉

施
設

入
所

者
の

削
減

 
3
.5

％
 

(5
,1

4
6
人

) 
4
.5

％
 

(6
,5

6
2
人

) 
8
.9

％
 

(1
3
,0

3
3
人

) 
8
.4

％
 

(1
2
,1

8
6
人

) 
1
0
.5

％
 

(1
5
,3

1
2
人

) 
1
5
.4

％
 

(2
2
,4

9
1
人

) 

（
１
）
福

祉
施

設
の

入
所

者
の

地
域

生
活

へ
の

移
行

 
①

 地
域

生
活

移
行

者
 

②
福

祉
施

設
入

所
者

の
削

減
 

（参
考

）
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

１
年

未
満

入
院

者
の

平
均

退
院

率
 

7
1
.2

％
 

7
1
.4

％
 

（精
査

中
） 

7
5
.1

％
 

（
２
）
入

院
中

の
精

神
障

害
者

の
地

域
生

活
へ

の
移

行
 

①
１
年

未
満

入
院

者
の

平
均

退
院

率
 

（参
考

） 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
4
 

H
2
4
目

標
 

５
年

以
上

入
院

か
つ

6
5
歳

以
上

の
者

の
退

院
者

数
 

９
千

人
～

１
万

人
 

1
0
,1

4
0
人

 
1
万

8
0
0
人

～
1
万

2
,0

0
0
人

 

②
５
年

以
上

入
院

か
つ

6
5
歳

以
上

の
者

の
退

院
者

数
 

※
 割

合
は

、
H
1
7
.1

0
.１

入
所

者
（1

4
5
,9

1
9
人

）で
除

し
た

数
 

※
 H

2
2
ま

で
は

H
1
7
.1

0
.１

か
ら

各
年

1
0
.1

ま
で

の
累

計
。
H
2
3
及

び
H
2
4
は

各
年

度
３
月

末
ま

で
の

累
計

 

※
 割

合
は

、
H
1
7
.1

0
.１

入
所

者
（1

4
5
,9

1
9
人

）で
除

し
た

数
 

※
 H

2
2
ま

で
は

各
年

1
0
.1

時
点

の
数

値
、
H
2
3
及

び
H
2
4
は

各
年

度
３
月

末
時

点
の

数
値

 

※
 H

2
4
の

数
値

に
は

、
速

報
値

か
つ

平
成

2
4
年

6
月

中
の

退
院

者
数

を
1
2
倍

し
て

算
定

し
た

推
計

値
 

※
 「

H
2
6
目

標
」は

、
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
に

計
上

さ
れ

て
い

る
数

値
の

平
仄

が
と

れ
て

い
な

い
た

め
、
患

者
調

査
か

ら
推

計
し

た
値

を
記

載
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第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

福
祉

施
設

利
用

者
の

一
般

就
労

へ
の

移
行

者
 

1
.7

倍
 

(3
,9

6
0
人

) 
1
.9

倍
 

(4
,6

1
0
人

) 
2
.7

倍
 

(6
,5

0
1
人

) 
4
.0

倍
 

(9
,5

0
2
人

) 
（集

計
中

） 
4
.2

倍
 

(1
0
,0

8
0
人

) 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

①
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
 

1
9
,4

7
0
人

 
2
0
,6

0
3
人

 
2
3
,7

1
6
人

 
2
9
,9

6
0
人

 
2
6
,6

0
7
人

 
3
6
,8

8
3
人

 

②
福

祉
施

設
利

用
者

 
2
8
2
,6

6
6
人

 
3
4
3
,7

7
4
人

 
4
2
2
,4

2
2
人

 
3
9
9
,6

5
5
人

 
4
8
5
,8

7
3
人

 
4
5
2
,6

4
8
人

 

①
/
②

の
割

合
 

6
.9

％
 

6
.0

％
 

5
.6

％
 

7
.5

％
 

5
.5

％
 

8
.1

％
 

（
３
）
福

祉
施

設
か

ら
一

般
就

労
へ

の
移

行
等

 

①
福

祉
施

設
利

用
者

の
一

般
就

労
へ

の
移

行
者

 

②
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

①
就

労
継

続
支

援
A
型

 
8
,9

5
5
人

 
1
3
,1

0
4
人

 
1
9
,3

3
3
人

 
1
5
,1

4
6
人

 
2
7
,4

0
4
人

 
2
6
,7

9
4
人

 

②
就

労
継

続
支

援
B
型

 
7
7
,4

3
2
人

 
1
0
2
,5

2
1
人

 
1
3
8
,6

4
4
人

 
1
1
8
,2

8
7
人

 
1
6
6
,3

6
1
人

 
1
5
8
,1

0
3
人

 

③
 
①

＋
②

 
8
6
,3

8
7
人

 
1
1
5
,6

2
5
人

 
1
5
7
,9

7
7
人

 
1
3
3
,4

3
3
人

 
1
9
3
,7

6
5
人

 
1
8
4
,8

9
7
人

 

①
/
③

の
割

合
 

1
0
.4

％
 

1
1
.3

％
 

1
2
.2

％
 

1
1
.4

％
 

1
4
.1

％
 

1
4
.5

％
 

③
就

労
継

続
支

援
A
型

の
利

用
者

数
 

※
 割

合
は

、
H
1
7
年

度
実

績
（
2
,3

7
9
人

）で
除

し
た

数
 

※
 福

祉
施

設
：生

活
介

護
、
自

立
訓

練
、
就

労
移

行
支

援
、
就

労
継

続
支

援
（
H
2
3
ま

で
は

身
体

障
害

者
更

生
施

設
等

の
旧

体
系

サ
ー

ビ
ス

を
含

む
）
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

福
祉

施
設

利
用

者
の

就
職

件
数

 
4
,3

7
6
人

 
5
,7

6
2
人

 
6
,6

8
9
人

 
7
,5

6
5
人

 
7
,4

0
6
人

 
7
,7

7
2
人

 

④
公

共
職

業
安

定
所

経
由

に
よ

る
福

祉
施

設
利

用
者

の
就

職
件

数
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第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

委
託

訓
練

事
業

受
講

者
 

1
5
.5

％
 

(6
1
5
人

) 
1
5
.9

％
 

(7
3
5
人

) 
1
0
.5

％
 

(6
8
0
人

) 
2
9
.4

％
 

(2
,7

9
4
人

) 
-
％

 
(8

3
9
人

) 
2
8
.0

％
 

(2
,8

2
4
人

) 

⑤
障

害
者

の
態

様
に

応
じ

た
多

様
な

委
託

訓
練

事
業

の
受

講
者

数
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

障
害

者
試

行
雇

用
事

業
の

開
始

者
 

5
7
.1

％
 

(2
,2

6
4
人

) 
5
7
.1

％
 

(2
,6

3
4
人

) 
4
5
.4

％
 

(2
,9

5
4
人

) 
4
9
.4

％
 

(4
,6

9
0
人

) 
（集

計
中

）
 

4
8
.2

％
 

(4
,8

6
0
人

) 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

職
場

適
応

援
助

者
に

よ
る

支
援

対
象

者
 

2
1
.1

％
 

(8
3
5
人

) 
2
1
.7

％
 

(1
,0

0
0
人

) 
1
7
.8

％
 

(1
,1

5
6
人

) 
4
9
.3

％
 

(4
,6

8
0
人

) 
（集

計
中

）
 

4
5
.8

％
 

(4
,6

1
4
人

) 

⑥
障

害
者

試
行

雇
用

事
業

の
開

始
者

数
 

⑦
職

場
適

応
援

助
者

に
よ

る
支

援
対

象
者

数
 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数

 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数

 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
の

支
援

対
象

者
 

6
0
.9

％
(2

,4
1
1
人

) 
6
0
.1

％
(2

,7
6
9
人

) 
5
0
.9

％
(3

,3
0
7
人

) 
8
8
.0

％
(8

,3
5
9
人

) 
-
％

 
(4

,7
5
6
人

) 
8
9
.0

％
(8

,9
7
3
人

) 

⑧
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

の
支

援
対

象
者

数
 第

２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

数
 

2
4
7
ヶ

所
 

2
7
2
ヶ

所
 

3
1
3
ヶ

所
 

3
0
8
ヶ

所
 

3
1
8
ヶ

所
 

3
2
3
ヶ

所
 

⑨
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

の
拡

充
 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数
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第
３
期
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
の
実
績
に
つ
い
て

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

時
間

）
 

見
込

 
3
8
4
.4

 
4
2
5
.7

 
4
8
2
.1

 
5
5
0
.2

 
6
0
3
.8

 
6
5
7
.2

 

実
績

 
3
6
6
.0

 
3
9
4
.5

 
4
6
2
.3

 
4
9
4
.4

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
2
.6

 
1
3
.8

 
1
5
.1

 
1
8
.8

 
2
0
.5

 
2
2
.4

 

実
績

 
1
1
.9

 
1
3
.2

 
1
5
.9

 
1
7
.4

 
-
 

-
 

（
１
）
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

（
居

宅
介

護
、
重

度
訪

問
介

護
、

同
行

援
護

、
行

動
援

護
、
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
）
 

①
生

活
介

護
 

（
２
）
日

中
活

動
系

サ
ー

ビ
ス

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
2
0
4
.9

 
2
6
2
.8

 
3
8
0
.0

 
4
6
8
.8

 
4
9
0
.6

 
5
1
2
.9

 

実
績

 
2
1
3
.7

 
2
7
5
.4

 
4
0
0
.5

 
4
7
6
.2

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
0
.8

 
1
3
.7

 
1
8
.9

 
2
4
.1

 
2
5
.2

 
2
6
.4

 

実
績

 
1
1
.2

 
1
4
.3

 
2
0
.3

 
2
4
.5

 
-
 

-
 

②
自

立
訓

練
（機

能
訓

練
）
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
5
.0

 
6
.3

 
9
.2

 
5
.6

 
6
.2

 
6
.8

 

実
績

 
3
.1

 
3
.3

 
3
.5

 
3
.6

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
0
.4

 
0
.4

 
0
.6

 
0
.4

 
0
.4

 
0
.5

 

実
績

 
0
.2

 
0
.2

 
0
.3

 
0
.3

 
-
 

-
 

※
同

行
援

護
は

、
H
2
3
か

ら
計

上
 

■
以

下
の

表
内

に
お

け
る

「
見

込
」
は

、
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
に

計
上

さ
れ

て
い

る
数

値
の

合
計

 
■

「
見

込
」
は

１
月

分
の

数
値

、
「
実

績
」
は

各
年

度
３
月

の
１
月

分
の

数
値
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④
就

労
移

行
支

援
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
3
9
.8

 
4
7
.4

 
6
0
.5

 
5
4
.8

 
6
2
.4

 
7
0
.2

 

実
績

 
3
6
.5

 
3
6
.7

 
4
2
.0

 
4
5
.6

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
2
.0

 
2
.4

 
3
.0

 
3
.0

 
3
.4

 
3
.9

 

実
績

 
1
.9

 
2
.1

 
2
.4

 
2
.7

 
-
 

-
 

⑤
就

労
継

続
支

援
A
型

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
1
8
.3

 
2
3
.5

 
3
2
.3

 
4
1
.9

 
4
8
.8

 
5
6
.9

 

実
績

 
1
8
.2

 
2
5
.9

 
3
8
.1

 
5
3
.2

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
0
.9

 
1
.1

 
1
.5

 
2
.1

 
2
.5

 
2
.9

 

実
績

 
0
.9

 
1
.3

 
1
.9

 
2
.7

 
-
 

-
 

③
自

立
訓

練
（生

活
訓

練
）
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
2
1
.7

 
2
7
.3

 
3
9
.1

 
2
5
.4

 
2
7
.6

 
2
9
.8

 

実
績

 
1
6
.3

 
1
7
.4

 
2
2
.2

 
3
2
.3

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
.2

 
1
.5

 
3
.8

 
1
.4

 
1
.6

 
1
.7

 

実
績

 
0
.9

 
1
.0

 
1
.2

 
1
.8

 
-
 

-
 

⑥
就

労
継

続
支

援
B
型

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
1
3
4
.5

 
1
7
0
.5

 
2
3
4
.8

 
2
8
1
.1

 
2
9
9
.3

 
3
1
8
.1

 

実
績

 
1
4
0
.8

 
1
7
8
.1

 
2
4
3
.8

 
2
8
2
.5

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
7
.1

 
9
.0

 
1
1
.8

 
1
5
.6

 
1
6
.6

 
1
7
.7

 

実
績

 
7
.7

 
1
0
.3

 
1
3
.9

 
1
6
.6

 
-
 

-
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⑦
療

養
介

護
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
0
.3

 
0
.3

 
0
.7

 
1
.5

 
1
.6

 
1
.6

 

実
績

 
0
.2

 
0
.2

 
0
.2

 
1
.9

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
0
.3

 
0
.3

 
0
.7

 
1
.5

 
1
.6

 
1
.6

 

実
績

 
0
.2

 
0
.2

 
0
.2

 
1
.9

 
-
 

-
 

⑧
短

期
入

所
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
2
2
.0

 
2
4
.2

 
2
8
.0

 
2
8
.0

 
3
0
.6

 
3
3
.3

 

実
績

 
1
9
.9

 
2
1
.0

 
2
3
.5

 
2
5
.7

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
3
.2

 
3
.6

 
4
.0

 
4
.0

 
4
.4

 
4
.8

 

実
績

 
2
.7

 
2
.8

 
3
.2

 
3
.5

 
-
 

-
 

①
共

同
生

活
援

助
・共

同
生

活
介

護
 

（
３
）
居

住
系

サ
ー

ビ
ス

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
5
.9

 
6
.8

 
8
.3

 
8
.2

 
9
.1

 
1
0
.0

 

実
績

 
5
.6

 
6
.3

 
7
.2

 
8
.2

 
-
 

-
 

②
施

設
入

所
支

援
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
6
.0

 
8
.1

 
1
2
.9

 
1
3
.6

 
1
3
.4

 
1
3
.2

 

実
績

 
5
.2

 
7
.1

 
1
1
.1

 
1
3
.4

 
-
 

-
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①
相

談
支

援
 

（
４
）
相

談
支

援
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
.6

 
2
.1

 
2
.9

 

実
績

 
0
.3

 
0
.4

 
0
.4

 

②
計

画
相

談
支

援
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
7
.0

 
1
2
.7

 
1
9
.5

 

実
績

 
2
.6

 
-
 

-
 

③
地

域
移

行
支

援
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
6
,4

3
1
 

7
,6

3
4
 

8
,9

6
0
 

実
績

 
5
4
7
 

-
 

-
 

④
地

域
定

着
支

援
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
8
,1

8
9
 

1
1
,1

2
9
 

1
3
,6

4
8
 

実
績

 
1
,2

8
2
 

-
 

-
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障
害
福
祉
計
画
策
定
に
係
る
実
態
調
査
及
び

 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

 

（
案
）

 
 

                

平
成

2
6
年
○
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 Ⅰ
．
障
害
者
等
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

 

１
．
障
害
者
等
の
実
態
把
握
の
必
要
性
と
調
査
の
方
法

 

（
１
）
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
の
必
要
性
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

 

（
２
）
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

 

２
．
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
作
成
等
の
ポ
イ
ン
ト

 

（
１
）
調
査
の
流
れ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

 

（
２
）
調
査
内
容
の
整
理
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

 

（
３
）
対
象
者
の
選
定
等
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

 

（
４
）
調
査
票
の
設
計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

 

（
５
）
配
布
・
回
収
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８

 

（
６
）
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
、
計
画
へ
の
反
映
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９

 

  Ⅱ
．
障
害
福
祉
計
画
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て

 

１
．

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
等

 

（
１
）

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

1
6

 

（
２
）
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

1
7

 

２
．
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル

 

（
１
）
計
画
（

P
la

n
）

 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

1
9

 

（
２
）
実
行
（

D
o
）

 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

2
2

 

（
３
）
評
価
（

C
h

e
c
k
）

 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

2
3

 

（
４
）
改
善

(A
c
t）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

2
4

 

（
５
）
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
結
果
の
公
表
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

2
6

 

  Ⅲ
．
資
料
編

 

 

参
考
１

 
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
障
害
者
等
の
実
態
把
握
と

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の

 

実
施
状
況
に
関
す
る
調
査

 
結
果
概
要
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

3
2

 

参
考
２

 
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
障
害
者
等
の
実
態
把
握
と

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の

 

実
施
状
況
に
関
す
る
調
査
票
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

4
7

 

参
考
３

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
ひ
な
型
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

5
1

 

参
考
４

 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
協
力
依
頼
の
ひ
な
型
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

6
6

 

参
考
５

 
障
害
福
祉
計
画
の
目
標
等
の
管
理
シ
ー
ト
の
ひ
な
型
・
・
・
・
・
・
・
・
・

6
7

－74－



 

1
 

 Ⅰ
．
障
害
者
等
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

 

 １
．

 
障
害
者
等
の
実
態
把
握
の
必
要
性
と
調
査
の
方
法

 
 （
１
）
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
の
必
要
性

 

○
 
障
害
者
又
は
障
害
児
（
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
が
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
送
る

た
め
に
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
充
実
さ
せ
、
障
害
者
の
生
活
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
市
町
村
・
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

1
7
年
法
律
第

1
2

3
号
。
以
下
「
障

害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
そ
の

他
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
計
画
（
障
害
福
祉
計
画
。
以

下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

 

○
 
平
成

2
5
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
い
て
は
、
市
町
村
が
計
画
を
作

成
す
る
に
あ
た
り
、
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
や
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情

（
以
下
「
障
害
者
等
の
実
態
」
と
い
う
。
）
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘

案
し
、
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

 

          （
２
）
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査

 

○
 
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
障
害
者
手
帳
の
所
持
者
や
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
利
用
実
績
な
ど
、
既
存
の
情
報
で
把
握
が
可
能
な
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
生
活
の
状

況
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
の
よ
う
に
、
当
該
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
行
わ
な
け

れ
ば
把
握
で
き
な
い
内
容
も
あ
り
ま
す
。

 

○
 
計
画
の
策
定
の
際
、
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
障
害
当
事
者
や
障

害
者
団
体
等
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
主
に
ア
ン
ケ
ー

○
障
害
者
総
合
支
援
法
（
抜
粋
）

 

(市
町
村
障
害
福
祉
計
画

) 

第
8

8
条

 
市
町
村
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
そ
の
他
こ

の
法
律
に
基
づ
く
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
計
画

(以
下
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
」
と
い
う
。
)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
～
４

 
略

 

５
 
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る

環
境
そ
の
他
の
事
情
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
市
町
村
障
害

福
祉
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

2
 

 

ト
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
し
て
い
ま
す
。

 

○
 
そ
の
た
め
、
本
項
目
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
内
容
や
調
査
票
の
作

成
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
等
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
ま
す
。

 

■
実
態
調
査
の
実
施
状
況
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問
１
（

3
4
頁
）
を
参
照
）

 

  

2
．

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
作
成
等
の
ポ
イ
ン
ト

 
 （
１
）
調
査
の
流
れ

 
○

 
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
場
合
の
流
れ
と
し
て
は
、

①
計
画
の
作
成
に
あ
た
り
調
査
で
ど
の
よ
う
な
内
容
を
把
握
す
る
の
か
を
整
理
し
、
②
そ
の
上

で
調
査
の
対
象
者
を
選
定
し
た
後
、
③
調
査
票
の
設
計
を
行
い
、
④
作
成
し
た
調
査
票
に
基
づ

き
調
査
を
実
施
し
、
⑤
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
・
評
価
と
計
画
へ
の
反
映
の
検
討
を
行
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

 

（
調
査
の
流
れ
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
                 （
２
）
調
査
内
容
の
整
理

 
○

 
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
場
合
に
は
、
地
域
に
お
け

る
課
題
等
を
踏
ま
え
、
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
内
容
を
把
握
す
る
か
等
の
目
的
を

整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
目
的
と
し
て
、
例
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績
が
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
を
超
過
し

て
お
り
そ
の
要
因
を
把
握
し
た
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
現
在
、
障
害
者
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
が

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
確
認
す
る
調
査
項

調 査 内 容 の 整 理
 

対 象 者 の 選 定
 

調 査 票 の 設 計
 

調 査 の 実 施
 

調 査 結 果 の 集 計 ・ 分

析 ・ 評 価 、 計 画 へ の

反 映 の 検 討  

事
前
に
計
画
の
策

定
に
あ
た
り
ど
の

よ
う
な
内
容
を
把

握
し
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
計
画
に

反
映
し
て
い
く
か

等
の
整
理
を
行
う

 

調
査
の
目
的
に
照

ら
し
、
調
査
の
対

象
者
を
ど
う
す
る

か
の
検
討
を
行
う

 

調
査
票
の
種
類

（
同
一
と
す
る

か
、
複
数
と
す
る

か
）
や
、
調
査
項

目
の
内
容
の
検
討

を
行
う

 

作
成
し
た
調
査
票

に
基
づ
く
調
査
の

実
施

 

ク
ロ
ス
集
計
を
用

い
た
調
査
結
果
の

分
析
、
計
画
へ
ど

う
反
映
し
て
い
く

か
の
検
討
を
行
う
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目
を
設
け
る
こ
と
や
、
福
祉
施
設
等
の
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
意
向
を
確
認
し
た
い
場
合
に

は
、
調
査
の
項
目
と
し
て
今
後
地
域
で
生
活
す
る
意
向
が
ど
の
程
度
あ
る
か
を
確
認
す
る
項
目

を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
目
的
に
よ
っ
て
は
、
調
査
の
対
象
者
や
調
査
票
の
設
計
に
大
き
な
影
響
が
出
る
た
め
、

計
画
の
策
定
に
必
要
な
情
報
が
全
て
網
羅
で
き
る
よ
う
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

 

 （
３
）
対
象
者
の
選
定
等

 
○

 
調
査
の
対
象
者
を
検
討
す
る
際
に
は
、
自
治
体
で
所
持
し
て
い
る
情
報
等
も
踏
ま
え
て
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
主
に
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
を
対
象
と
し
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
手
帳
の
所
持
者

以
外
に
も
、
難
病
患
者
や
発
達
障
害
者
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
の
方
に
対
し
て
調
査
を
実
施
し

て
い
る
自
治
体
も
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
障
害
者
団
体
、
特
別
支
援
学
校
等
の
協
力
を
得
て

調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
方
法
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
全
数
調
査
（
悉
皆
調
査
）
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
が
、
費
用
や
時
間
等
の
面
か
ら
抽
出
調
査
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

抽
出
調
査
で
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
帳
所
持
者
か
ら
で
き
る
だ
け
同
じ
割
合
で

抽
出
す
る
こ
と
や
、
抽
出
す
る
対
象
者
の
選
定
が
恣
意
的
に
な
ら
な
い
よ
う
工
夫
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_問
３
（

3
5
頁
）
を
参
照
）

 

 

※
抽
出
調
査
に
お
け
る
対
象
者
の
選
定
方
法
の
例
（
等
間
隔
法
に
よ
る
抽
出
）

 

○
 
抽
出
調
査
で
は
、
対
象
者
を
無
作
為
に
選
ぶ
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
方
法
と

し
て
は
、
等
間
隔
法
が
よ
く
利
用
さ
れ
ま
す
。
等
間
隔
法
と
は
、
母
集
団
の
中
か
ら
一
定
の

法
則
に
よ
り
対
象
者
を
抽
出
す
る
方
法
で
す
。

 

○
 
例
え
ば
、
「
Ａ
市
の
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
」
（

5
,0

0
0
人
）
の
う
ち
、

2
0

0
人
に
対

し
て
調
査
を
行
う
場
合
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
の
台
帳
か
ら
、
調
査
の
対
象
者
数
で
あ

る
2

0
0
人
が
抽
出
さ
れ
る
よ
う
、
適
当
に
選
ん
だ
起
点
か
ら
等
間
隔
に
抽
出
を
行
い
ま
す
。
 

○
 
こ
の
場
合
、
起
点
が

1
0
番
目
と
す
る
と
、

1
0
、

3
5
、

6
0
・
・
・

4
,9

6
0
、

4
,9

8
5
と
、

2
5
（

5
0

0
0
人
÷

2
0

0
人
）
の
間
隔
で
番
号
を
選
び
、
対
象
者
を
抽
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

 

 ※
個
人
情
報
保
護
条
例
と
の
関
係

 
 
○

 
調
査
の
対
象
者
が
、
例
え
ば
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
等
の
場
合
で
、
保
有

し
て
い
る
個
人
情
報
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
各
自
治
体
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
条
例
上

の
手
続
等
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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 （
４
）
調
査
票
の
設
計

 

 ①
 調

査
票
の
設
計
の
ポ
イ
ン
ト

 

○
 
調
査
票
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
障
害
者
等
の
実
態
が
可
能
な
限
り
正
確
に
把
握
で
き
る
こ

と
に
加
え
、
回
収
率
等
の
向
上
の
た
め
に
も
調
査
の
内
容
が
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
等
の

工
夫
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

 

（
調
査
票
の
構
成
等
の
ポ
イ
ン
ト
）

 
 

 ＜
全
体
＞

 

・
 
調
査
目
的
に
照
ら
し
て
、
質
問
項
目
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
（
目
的
達
成
の
た

め
に
必
要
な
項
目
が
過
不
足
な
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
）

 

・
 
質
問
項
目
の
流
れ
が
全
体
と
し
て
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
（
年
齢
や
性
別
等
の
簡
単
に
回

答
で
き
る
質
問
項
目
か
ら
始
め
る
、
難
し
い
質
問
が
続
く
よ
う
な
箇
所
が
な
い
よ
う
に
す
る

な
ど
）

 

・
 
文
字
の
大
き
さ
や
質
問
項
目
の
配
置
の
仕
方
な
ど
、
調
査
票
が
読
み
や
す
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
（
わ
か
り
に
く
い
箇
所
は
質
問
の
順
番
を
矢
印
で
示
す
な
ど
、
視
覚
的
に
見
や

す
く
す
る
な
ど
）

 

・
 
回
答
者
の
立
場
や
調
査
時
点
な
ど
、
条
件
を
き
ち
ん
と
示
し
て
い
る
こ
と
（
対
象
者
の
代

理
者
が
回
答
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
そ
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
立
場
で
回
答
す
る
の
か
、
年

齢
や
経
験
な
ど
を
問
う
場
合
は
い
つ
の
時
点
か
な
ど
の
条
件
を
は
っ
き
り
と
記
載
）

 

・
 
対
象
者
の
選
定
方
法
、
個
人
情
報
の
保
護
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
活
用
方
法
な
ど
に
つ
い

て
明
記
し
、
回
答
者
に
不
安
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

 

＜
項
目
の
設
計
＞

 

・
 
質
問
の
回
答
方
法
（
回
答
す
べ
き
選
択
肢
の
数
な
ど
）
、
記
入
方
法
が
正
し
く
明
記
さ
れ

て
い
る
こ
と

 

・
 
質
問
文
に
、
わ
か
り
に
く
い
専
門
用
語
、
あ
い
ま
い
な
表
現
、
配
慮
を
欠
く
表
現
な
ど
が

な
い
こ
と

 

・
 

1
つ
の
質
問
で
で
き
る
だ
け

1
つ
の
事
柄
を
聞
く
こ
と
（

1
つ
の
質
問
で
複
数
の
事
柄
を
聞

か
な
い
）

 

・
 
回
答
選
択
肢
は
、
回
答
と
な
り
得
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
重
複
な
く
網
羅
し
て
い
る
こ
と
（
完

全
に
網
羅
で
き
な
い
場
合
は
選
択
肢
に
「
そ
の
他
」
を
必
ず
加
え
る
、
ま
た
、
「
わ
か
ら
な

い
」
な
ど
の
選
択
肢
も
適
宜
追
加
し
、
回
答
し
や
す
い
配
慮
を
す
る
）

 

・
 
回
答
者
を
特
定
の
回
答
に
誘
導
す
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
な
い
こ
と

 

＜
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
内
容
＞

 

・
 
調
査
票
の
す
べ
て
の
漢
字
に
ル
ビ
を
つ
け
る
こ
と
（
漢
字
の
読
み
が
困
難
な
障
害
者
へ
の
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配
慮
）

 

・
 
点
字
や
音
声
コ
ー
ド
に
よ
る
調
査
票
を
作
成
す
る
こ
と
（
視
覚
障
害
者
へ
の
配
慮
）

 

・
 
必
要
に
応
じ
て
、
相
手
方
に
出
向
き
個
別
に
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
（
調
査
票
へ
の
記
入

が
困
難
な
障
害
者
へ
の
配
慮
）

 

・
 
障
害
者
団
体
等
を
通
じ
て
、
調
査
に
関
す
る
説
明
会
等
を
開
催
す
る
な
ど
、
事
前
に
周
知

を
し
て
お
く
（
配
慮
事
項
等
に
つ
い
て
意
見
等
を
聞
く
こ
と
で
、
回
収
率
の
向
上
に
も
つ
な

が
る
）

 
 

 ②
調
査
票
の
種
類

 

○
 
調
査
票
を
設
計
す
る
際
に
は
、
調
査
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
計
画
に
反
映
し
て
い
く
か
を
基

本
と
し
て
、
調
査
の
項
目
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
調
査
の
項
目
の
検
討
に
あ
た
り
、

調
査
票
を
障
害
種
別
ご
と
に
作
成
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
調
査
票
の
項
目
の
設
計
が
異
な
り
ま

す
。

 

○
 
調
査
票
を
同
一
と
す
る
場
合
で
は
、
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
共
通
の
項
目
で
構
成
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
、
特
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
の
項
目
（
「
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

に
お
聞
き
し
ま
す
」
等
）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
調
査
票
が
単
一
で
あ
る
た
め
、

調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
が
行
い
や
す
く
な
り
ま
す
が
、
障
害
種
別
等
に
応
じ
た
特
性
も
細
か

く
把
握
す
る
場
合
、
項
目
数
が
多
く
な
り
、
回
答
者
に
と
っ
て
煩
雑
化
し
や
す
く
な
る
こ
と
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

○
 
複
数
の
種
類
の
調
査
票
と
す
る
場
合
で
は
、
主
に
障
害
種
別
ご
と
の
特
性
を
把
握
す
る
た
め

の
項
目
で
構
成
さ
れ
る
た
め
、
調
査
項
目
の
構
成
が
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
な
り
ま
す
が
、
調

査
票
が
障
害
種
別
ご
と
に
異
な
る
た
め
、
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

 

○
 
い
ず
れ
の
方
法
に
も
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
、
一
般
的
な
内
容
に
加
え
て
障

害
種
別
ご
と
の
特
性
も
細
か
く
把
握
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
調
査
結
果
を
分
析
す
る
の
か
等

に
留
意
し
な
が
ら
、
適
切
な
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
複
数
の
障
害
を
持
つ
方
に
つ
い
て
は
、
「
主
た
る
障
害
」
に
つ
い
て
回
答
し
て
い
た

だ
く
の
か
等
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

 ※
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
調
査
票
の
種
類

 

・
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
事
例
で
は
、
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
同
一
の

調
査
票
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

 

・
 
ま
た
、
複
数
の
調
査
票
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳
所

持
者
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
の
調
査
票
は
共
通
と
し
、
難
病
患
者
や
発
達
障

害
を
持
つ
方
に
は
個
別
の
調
査
票
を
作
成
し
て
い
る
事
例
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
け
る
調
査
票
の
構
成
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問
４
－
①
（

3
7
頁
）

を
参
照
）
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  ③
調
査
票
の
項
目

 

○
 
調
査
票
の
項
目
を
検
討
す
る
際
に
は
、
基
本
的
な
情
報
と
し
て
、
年
齢
・
性
別
・
家
族
構
成

に
加
え
、
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
反
映
す
る
た
め
の
項
目
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

や
今
後
の
利
用
意
向
等
の
項
目
を
調
査
票
に
盛
り
込
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
調
査
票
の
項
目
を
検
討
す
る
際
に
は
、
例
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
や
今
後
の
利
用
意

向
等
の
項
目
と
年
齢
や
そ
の
他
の
項
目
と
組
み
合
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
（
ク
ロ
ス
集
計
）

も
念
頭
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
主
に
共
通
し
て
い
る
調
査
項
目
と
し
て
は
、

下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
下
表
の
項
目
の
他
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
独
自
の
調
査
項
目

を
設
定
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
当
該
項
目
を
基
に
作
成
し
た
調
査
票
の
ひ
な

型
に
つ
い
て
は
、
参
考
資
料
と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
障
害
福
祉
計
画
及
び
障
害
者
計
画
を
一
体
と
し
て
作
成
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
た

め
、
下
表
の
調
査
項
目
及
び
調
査
票
の
ひ
な
型
に
は
、
障
害
福
祉
計
画
以
外
の
内
容
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

 

 

（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
主
な
調
査
項
目
）

 
 

分
類

 
項
目

 
内
容
・
利
用
目
的

 

回
答
者

 
調
査
に
回
答
す

る
方
の
属
性

 

・
 
代
理
回
答
を
可
能
と
す
る
場
合
に
回
答
者
の
属
性
（
本

人
、
本
人
の
家
族
、
そ
れ
以
外
）
を
確
認
す
る
項
目

 

性
別
・
年
齢
・

家
族
な
ど

 

年
齢
、
性
別

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
回
答
者
の
年
齢
や
性
別
、
居
住

地
（
地
域
別
の
分
析
を
行
う
場
合
）
等
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
各
項
目
の
ク
ロ
ス
集
計
に
利
用

 

居
住
地

 

世
帯
構
成

 

生
活
動
作
・
介

助
 

日
常
生
活
動
作

の
状
況

 

・
 
生
活
動
作
の
状
況
や
支
援
の
必
要
性
、
介
助
者
の
有

無
・
状
況
等
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
日
常
生
活
に
お
け
る
サ
ポ
ー
ト
の
状
況
や
、
今
後
の

サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
の
分
析
に
利
用

 

介
助
者
の
状
況

 

障
害
の
状
況

 
手
帳
の
種
類
、

等
級
等

 

・
 
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
所
持
者
の
状
況
と
そ
の
等
級
等
を
確
認
す

る
項
目

 

・
 
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
同
一
の
調
査
票
と
す
る
場
合
、

障
害
種
別
ご
と
に
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
を
分
析
す
る
た

め
必
須
の
項
目

 

住
ま
い
や
暮
ら

し
の
状
況

 

現
在
の
住
ま
い

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
家
族
と
同
居
し
て
い
る
の
か
、

福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
項
目

 

地
域
生
活
へ
の

・
 
福
祉
施
設
や
病
院
に
入
所
・
入
院
し
て
い
る
場
合
に

－77－
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意
向

 
地
域
で
生
活
す
る
こ
と
へ
の
意
向
が
あ
る
か
を
確
認
す

る
項
目

 

・
 
地
域
生
活
へ
の
移
行
等
の
目
標
や
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ

等
の
分
析
に
利
用

 

地
域
生
活
を
行

う
た
め
の
支
援

 

・
 
福
祉
施
設
や
病
院
に
入
所
・
入
院
し
て
い
る
場
合
に

地
域
で
生
活
す
る
た
め
に
必
要
と
考
え
て
い
る
支
援
に

つ
い
て
確
認
す
る
項
目

 

・
 
地
域
生
活
へ
の
意
向
を
進
め
て
い
く
上
で
必
要
と
な

る
施
策
等
の
検
討
に
利
用

 

日
中
の
活
動
状

況
や
就
労
の
意

向
 

外
出
の
状
況

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
外
出
頻
度
（
ど
の
程
度
外
出
す

る
か
）
を
確
認
す
る
項
目

 

外
出
時
の
同
伴

者
 

・
 
外
出
時
の
同
伴
者
（
家
族
、
施
設
職
員
等
）
を
確
認

す
る
項
目

 

・
 
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
の
分
析
に
利
用

 

外
出
の
目
的

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
外
出
時
の
主
な
目
的
（
通
勤
・

通
学
、
訓
練
や
リ
ハ
ビ
リ
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

外
出
時
に
困
る

こ
と

 

・
 
外
出
に
ど
の
よ
う
な
困
難
（
乗
り
降
り
が
困
難
、
段

差
が
多
い
等
）
を
感
じ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
外
出
支
援
の
た
め
に
必
要
と
な
る
施
策
等
の
検
討
に

利
用

 

日
中
の
過
ご
し

方
 

・
 
基
本
属
性
と
し
て
、
働
い
て
い
る
の
か
、
学
校
に
通

っ
て
い
る
か
等
の
状
況
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
障
害
者
の
日
中
の
過
ご
し
方
を
把
握
す
る
た
め
に
利

用
 

勤
務
形
態

 
・

 
働
い
て
い
る
場
合
の
就
労
形
態
（
正
職
員
か
非
常
勤

か
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
就
労
し
て
い
る
障
害
者
の
勤
務
形
態
を
把
握
す
る
た

め
に
利
用

 

就
労
の
意
向

 
・

 
就
労
し
て
い
な
い
場
合
の
就
労
意
向
を
確
認
す
る
項

目
 

・
 
一
般
就
労
へ
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
に
利
用

 

就
労
支
援

 
・

 
就
労
支
援
に
必
要
な
内
容
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
一
般
就
労
へ
の
移
行
を
進
め
て
い
く
上
で
必
要
と
な

る
施
策
等
の
検
討
に
利
用

 

サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
や
今
後

障
害
程
度
区
分

の
認
定
の
状
況

 

・
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
状
況
（
認
定
を
受
け
て
い
る

か
も
含
め
て
）
を
確
認
す
る
項
目
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の
利
用
意
向

 
・

 
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
の
分
析
に
利
用

 

サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
や
今
後

の
利
用
意
向

 

・
 
現
在
、
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
や
利
用
し
て
い
な

い
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
（
こ
れ
か
ら
も
利
用
し

た
い
、
利
用
を
や
め
た
い
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
の
把
握
の
基
本
情
報
と
し
て
利
用

 

相
談
相
手

 
相
談
す
る
相
手

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
相
談
先
の
有
無
と
主
な
相
談
先

（
家
族
、
施
設
職
員
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
相
談
対
応
・
相
談
支
援
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
把
握
に

利
用

 

情
報
の
入
手
先

 
・

 
主
な
情
報
の
入
手
方
法
（
新
聞
、
広
報
誌
等
）
を
確

認
す
る
項
目

 

・
 
情
報
の
入
手
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
利
用

 

権
利
擁
護

 
差
別
や
嫌
な
思

い
を
し
た
こ
と

が
あ
る
か

 

・
 
差
別
や
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
の
経
験
の
有
無
に
つ

い
て
確
認
す
る
項
目

 

差
別
や
嫌
な
思

い
を
し
た
場
所

 

・
 
差
別
や
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
の
内
容
（
職
場
、
外

出
先
等
）
な
ど
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
障
害
や
障
害
者
等
に
関
す
る
普
及
啓
発
先
の
把
握
等

に
利
用

 

成
年
後
見
制
度

 
・

 
成
年
後
見
制
度
の
認
知
状
況
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
成
年
後
見
制
度
の
普
及
が
進
ん
で
い
る
か
の
分
析
に

利
用

 

災
害
時
の
避
難

等
 

災
害
時
に
避
難

で
き
る
か

 

・
 
災
害
時
の
介
助
の
必
要
性
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
一
人
で
避
難
で
き
る
か
ど
う
か
の
状
況
の
分
析
に
利

用
 

近
所
に
助
け
て

く
れ
る
人
は
い

る
か

 

・
 
災
害
時
の
共
助
の
可
能
性
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
周
り
に
避
難
を
支
援
す
る
者
が
い
る
か
ど
う
か
の
状

況
の
分
析
に
利
用

 

災
害
時
に
困
る

こ
と

 

・
 
災
害
時
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
（
治
療
が
受
け

ら
れ
な
い
、
避
難
で
き
な
い
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
災
害
時
に
お
け
る
不
安
や
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
利
用

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
項
目
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_問
４
－
③
（

3
9
頁
）
を
参
照
）

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
ひ
な
型
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
３
）
を
参
照
）

 

  （
５
）
配
布
・
回
収
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○
 
調
査
票
の
配
布
・
回
収
は
、
主
に
郵
送
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
特
別
な
事
情
等
が
あ
る
場
合
に

は
、
訪
問
し
て
行
う
こ
と
や
障
害
者
団
体
等
を
通
じ
て
間
接
的
に
配
布
・
回
収
を
行
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
郵
送
で
調
査
を
行
う
場
合
、
調
査
対
象
者
が
同
居
の
家
族
や
周
囲
に
障
害
が
あ
る
こ

と
を
隠
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
封
筒
に
「
障
害
者
」
等
の
表
記
は
使
わ
な
い
こ
と
や
、

視
覚
に
障
害
を
持
つ
方
に
郵
送
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
封
筒
の
内
容
物
や
宛
名
等
を
点
字
で
表

記
す
る
な
ど
の
対
応
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

  

（
６
）
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
、
計
画
へ
の
反
映

 
 ①
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析

 

○
 
調
査
結
果
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
項
目
ご
と
の
分
析
に
加
え
、
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と

で
、
よ
り
詳
細
な
分
析
も
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
際
に
は
、
年
齢
や
障
害
種
別
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

把
握
し
た
い
情
報
に
応
じ
て
、
各
項
目
と
の
組
み
合
わ
せ
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

  （
ク
ロ
ス
集
計
の
例
①
：
基
本
的
な
ク
ロ
ス
集
計
）

 

○
 
以
下
は
ク
ロ
ス
集
計
の
一
例
で
す
が
、
そ
の
他
に
も
調
査
結
果
は
目
的
に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
分
析
を
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
た
め
に
は
、
ク
ロ
ス
項
目
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
含
む
設
問

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
調
査
票
設
計
の
段
階
で
項
目
を
組
み
込
ん
で
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

 

○
 
例
え
ば
、
居
住
地
別
の
ク
ロ
ス
集
計
を
考
え
る
場
合
に
、
調
査
で
中
学
校
区
し
か
聞
い
て

い
な
い
場
合
、
小
学
校
区
単
位
で
の
ク
ロ
ス
集
計
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
小
学
校
区
単
位

で
の
分
析
が
必
要
と
想
定
さ
れ
る
場
合
は
、
設
問
で
小
学
校
区
別
の
居
住
地
を
聞
く
形
に
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 
 

■
 
障
害
種
別
（
障
害
等
級
）
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
障
害
種
別
に
よ
ら
ず
同
一
の
調
査
票
と
し
た
場
合
は
、
障
害
種
別
の
項
目
と
そ
の
他
の

項
目
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
を
詳
し
く

分
析
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
複
数
の
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
重
複
障
害
の

方
に
つ
い
て
は
、
各
障
害
に
そ
れ
ぞ
れ
カ
ウ
ン
ト
し
て
集
計
す
る
方
法
、
「
重
複
障
害
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
し
て
集
計
す
る
方
法
な
ど
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
集
計
を

行
い
ま
す
。

 

○
 
障
害
等
級
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
で
は
、
障
害
の
重
さ
に
よ
る
ニ
ー
ズ
の
違
い
な
ど
の
分

析
、
身
体
障
害
の
種
類
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
で
は
、
視
覚
、
聴
覚
、
肢
体
不
自
由
、
内
部

障
害
等
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
な
ど
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

 

1
0
 

 

 

■
 
年
齢
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
よ
り
ニ
ー
ズ
等
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
年

齢
の
項
目
と
そ
の
他
の
項
目
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
層

ご
と
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
を
分
析
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
年
齢
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
場
合
に
は
、
障
害
児
（

1
8
歳
未
満
）
、
高
齢
者
（

6
5

歳
以
上
）
、
そ
の
間
の
年
代
（

1
8
～

6
4
歳
）
の
３
区
分
以
上
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
を
行

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 
 ■

 
居
住
形
態
・
世
帯
構
成
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
居
住
形
態
は
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
に
大
き
く
影
響
す
る
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
在
宅
・

施
設
の
別
や
、
在
宅
の
場
合
に
は
、
一
般
の
住
宅
に
家
族
と
同
居
、
ひ
と
り
暮
ら
し
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
利
用
等
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分
し
、
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
を
分
析
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 
 ■

 
居
住
地
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
自
治
体
内
に
お
け
る
各
地
域
で
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
等
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
自
治
体
内
で
各
地
域
の
人
口
規
模
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
場

合
に
は
、
単
純
集
計
で
は
人
口
の
大
き
な
地
域
の
状
況
が
よ
り
強
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

 

○
 
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
居
住
地
別
の
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
別
の
状
況

を
詳
し
く
見
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

 

（
ク
ロ
ス
集
計
の
例
②
：
サ
ー
ビ
ス
利
用
量
の
推
計
等
に
用
い
る
場
合
）

 

○
 
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
計
画
の
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
に
反
映
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
場

合
に
は
、
単
純
に
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
の
で
は
な
く
、
年
齢

や
障
害
種
別
（
障
害
等
級
）
等
の
項
目
と
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
や
利
用
意
向
等
の
項
目

を
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
、
細
か
い
ク
ロ
ス
集
計
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
で
、
よ
り
実
態
に

近
い
ニ
ー
ズ
量
の
分
析
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
以
下
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
計
画
の
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
に
反
映
す
る
場
合
の

ク
ロ
ス
集
計
の
一
例
を
照
会
し
ま
す
。

 
 

ク
ロ
ス
集
計
の
例

 
内
容

 

「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
の
状
況
」

 

×
 

「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
」

 

×
 

「
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
」

 

・
 
「
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
」
の
回
答
だ
け
で
は
、

今
後
、
新
た
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
ど
の
程
度
増
え
る
の

か
を
見
込
む
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 

・
 
そ
の
た
め
、
「
サ
ー
ビ
ス
を
今
後
利
用
し
た
い
」
と
し

て
い
る
者
の
中
で
、
「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て

い
る
」
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
意
志
が
あ
る
と
み
な
せ
る
）
、
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か
つ
、
「
現
在
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
」
（
新
た

な
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
な
る
と
み
な
せ
る
）
者
を
ク
ロ
ス

集
計
に
よ
り
算
定
し
、
今
後
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
が
増

加
す
る
か
ど
う
か
を
分
析
す
る
。

 

「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
の
状
況
」

 

×
 

「
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
」

 

×
 

「
介
護
者
の
健
康
状
態
」

 

・
 
「
サ
ー
ビ
ス
を
今
後
利
用
し
た
い
」
と
い
う
回
答
の
中

に
は
、
近
い
将
来
に
顕
在
化
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
か

ら
、
当
面
の
必
要
性
は
高
く
な
い
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
段
階
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

・
 
そ
の
中
か
ら
、
近
く
顕
在
化
が
想
定
さ
れ
る
量
を
見
込

む
た
め
、
「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
」

（
現
時
点
で
は
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
意
志
は
あ
ま
り
な

い
）
、
か
つ
、
「
在
宅
で
家
族
介
護
者
が
お
り
、
健
康
状

態
が
よ
く
な
い
」
（
家
族
介
護
が
困
難
に
な
り
、
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
に
な
る
可
能
性
が
高
い
）
者
を
ク
ロ
ス
集
計
に

よ
り
算
定
し
、
潜
在
的
な
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
が
ど
の
程
度

顕
在
化
す
る
か
を
分
析
す
る
。

 

「
一
般
就
労
希
望
」

 

×
 

「
就
労
訓
練
希
望
」

 

×
 

「
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
」

 

×
 

「
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
今

後
の
利
用
意
向
」

 

・
 
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
「
サ
ー
ビ
ス
を
今
後
利
用

し
た
い
」
と
い
う
回
答
の
中
に
は
、
一
般
就
労
を
希
望
す

る
程
度
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。

 

・
 
そ
の
中
か
ら
、
近
く
顕
在
化
が
想
定
さ
れ
る
量
を
見
込

む
た
め
、
「
一
般
就
労
を
希
望
す
る
」
、
か
つ
、
「
就
労

訓
練
を
受
け
た
い
」
、
か
つ
、
「
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
な
い
」
、
か
つ
、
「
今
後
就
労
移
行
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い
」
者
を
ク
ロ
ス
集
計
に
よ
り

算
定
し
、
潜
在
的
な
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
が
ど
の
程
度
顕
在

化
す
る
か
を
分
析
す
る
。

 
 

  ②
調
査
結
果
の
障
害
福
祉
計
画
へ
の
反
映

 

○
 
調
査
の
分
析
の
結
果
、
今
後
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
等
の

課
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
等
に
反
映
し
て
い
く
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
結
果
を
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
等
に
反
映
す
る
場
合
に
留
意
す
る
こ
と
と
し
て
は
、
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
直
接
反
映
す
る
と
、
見
込
量
と
実
際
の
利
用
量
に
大
幅
な
ず
れ
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ク
ロ
ス
集
計
に
よ
る
分
析
を
通
じ
た
見
込
量
の
算
定
な
ど
を
は
じ

め
、
介
護
者
の
状
況
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
適
切
な
数
値
を
計
画
に

反
映
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
の
活
用
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問
５
（

4
3
頁
）
を
参
照
）

 

 

1
2
 

   

（
調
査
結
果
を
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
に
反
映
し
て
い
る
自
治
体
の
事
例
）

 
 

 ○
見
込
量
へ
反
映
す
る
際
の
考
え
方

 

・
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
項
目
を
ク
ロ
ス
集
計
す
る
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
を

抽
出
し
、
計
画
の
見
込
量
に
反
映
す
る
。

 

・
 
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
の
高
い
者
」
、
「
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者
」
を
次
の
考
え
方
に
よ
り
、
抽
出
し
て
い
る
。

 
 

○
 
居
宅
介
護
の
利
用
意
向
の
高
い
者

 

障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
、
居
宅
介
護
の
利
用
状
況
を
「
利
用

し
た
い
が
利
用
で
き
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
居
宅
介
護
の
利
用
意
向
で
「
今
後
利

用
し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
割
合
を
、
支
給
決
定
者
数
に
掛
け
る
こ
と
で
利

用
者
数
を
推
計

 
 

○
 
居
宅
介
護
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者

 

障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
で
、
居
宅
介
護
の
利
用
意
向
を
「
今

後
利
用
し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
独
居
」
・

年
齢
で
「

5
0
歳
～

6
4
歳
」
と
回
答
し
て
い
る
者
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
介
護

者
と
同
居
」
・
介
護
者
の
健
康
状
態
で
「
介
護
者
の
健
康
状
態
が
す
ぐ
れ
な
い
」
と

回
答
し
て
い
る
者
を
、
居
宅
介
護
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者
と
し
、
そ
の
割
合
を

支
給
未
決
定
者
数
に
掛
け
、
潜
在
的
な
利
用
者
の
数
を
推
計

 

 ○
推
計
等
に
使
用
す
る
数
値
（
例
）

 

①
 
直
近
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
は

1
,2

0
0
人
（
直
近
の
伸
び
率
は

1
.1
倍
）

 

②
 
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳
所
持
者
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者

の
う
ち
、
サ
ー
ビ
ス
の
支
給
決
定
者
は

1
,0

0
0
人

 

③
 
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳
所
持
者
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者

の
う
ち
、
サ
ー
ビ
ス
の
支
給
未
決
定
者
は

9
,0

0
0
人
（

1
0

,0
0

0
人
－

1
,0

0
0
人
）

 

④
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
を
「
利
用
し
た
い

が
利
用
で
き
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
で
「
今
後
利
用
し
た
い
」

と
回
答
し
て
い
る
者
の
割
合
は
５
％
（

5
0
人

/1
0

0
0
人
）

 

⑤
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
を
「
今
後
利
用

し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
独
居
」
・
年
齢
で
「

5
0

歳
～

6
4
歳
」
と
回
答
し
て
い
る
者
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
介
護
者
と
同
居
」
・
介
護

者
の
健
康
状
態
で
「
介
護
者
の
健
康
状
態
が
す
ぐ
れ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
割
合

は
２
％
（

2
0
人

/
1

0
0

0
人
）
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   ○
算
出
方
法

 

ａ
）
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
の
高
い
者

 
 

1
,0

0
0
人
（
②
）

 
×

 
５
％
（
④
）

 
＝

 
５
０
人
（
⑥
）

 

ｂ
）
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者

 
 

9
,0

0
0
人
（
③
）

 
×

 
２
％
（
⑤
）

 
＝

 
1

8
0
人
（
⑦
）

 

【
潜
在
ニ
ー
ズ
計
】

 

5
0
人
（
⑥
）

 
＋

 
1

8
0
人
（
⑦
）

 
＝

 
2

3
0
人

 

 ○
見
込
量
へ
の
反
映

 

 
・

 
潜
在
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
時
点
で
顕
在
化
す
る
か
不
明
で
あ
る
た
め
、
今
後
３

年
間
の
う
ち
に
顕
在
化
す
る
と
仮
定
し
、
直
近
の
利
用
実
績
か
ら
算
出
し
た
各
年
度
の
サ

ー
ビ
ス
利
用
者
に
上
乗
せ
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
。

 

 
平
成
Ａ
年
度

 
平
成
Ｂ
年
度

 
平
成
Ｃ
年
度

 

a
)直

近
の
実
績
か
ら
算
出
し
た
利
用
者
数

 
1

,3
2

0
人

 
1

,4
5

2
人

 
1

,5
9

7
人

 

b
)潜

在
ニ
ー
ズ
の
利
用
者
数
の
平
均

 
7

7
人

 
7

7
人

 
7

6
人

 

合
計
（

a
＋

b
）

 
1

,3
9

7
人

 
1

,5
2

9
人

 
1

,6
7

3
人

 

 
※

a
は
、
例
え
ば
平
成
Ａ
年
度
の
場
合
、

1
,2

0
0
人
×
1
.1
倍
（
①
よ
り
）
で
算
出

 

 
※

b
は
、

2
3

0
人
÷
３
年
で
算
出

 
 

  
 

 

1
4
 

 （
参
考
）
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

 

 
○

 
以
下
で
は
、
主
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
補
完
す
る
目
的
で
実
施
さ
れ
て
い
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
参
考
と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

 

 ①
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
概
要

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
は
、
予
め
把
握
し
た
い
内
容
を
整
理
し
た
上
で
、
対
面
等
の
方
法
に
よ
り
、

直
接
対
象
者
に
質
問
事
項
の
聞
き
取
り
を
行
い
、
そ
の
内
容
か
ら
対
象
者
の
状
況
や
意
識
な
ど

を
把
握
す
る
方
法
で
す
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
は
、
限
ら
れ
た
対
象
者
に
対
し
、
個
別
に
調
査
を

行
う
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
個
々
の
対
象
者
の
意
向
な
ど
を
詳

細
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
質
問
の
意
図
等
の
補
足
的
な
説
明
を
そ
の
場
で

行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

 ②
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
対
象

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
内
容
を
把
握
す
る
場

合
や
、
母
集
団
の
総
数
が
不
明
又
は
対
象
者
の
抽
出
が
難
し
い
場
合
に
、
主
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
お
い
て
は
、
発
達
障
害
者
や
高
次
脳
機
能
障

害
者
の
方
等
に
対
し
、
障
害
者
団
体
等
を
通
じ
て
行
っ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
。

 

■
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
対
象
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_問
8
（

4
4
頁
）
を
参
照
）

 

 ③
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
方
法

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
方
法
と
し
て
は
、
対
象
者
１
人
ず
つ
面
接
を
行
い
個
別
に
意
見
を
聞
く

「
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
と
し
て
行
う
こ
と
や
、
複
数
の
対
象
者
に
同
時
に
意
見
を
聞
く
「
グ
ル

ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
集
団
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
」
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

 

○
 
「
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
で
は
、
対
象
者
１
人
ひ
と
り
に
話
を
聞
く
た
め
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
場
所

の
調
達
な
ど
が
比
較
的
容
易
に
行
え
ま
す
が
、
１
対
１
で
の
対
面
が
対
象
者
に
と
っ
て
ス
ト
レ

ス
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
グ
ル
ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
で
は
、
複
数
の
対
象
者

に
同
時
に
話
を
聞
く
た
め
、
１
対
１
の
対
面
よ
り
は
ス
ト
レ
ス
が
少
な
く
な
り
ま
す
が
、
人
数

が
多
い
と
会
場
の
確
保
や
１
人
ひ
と
り
の
話
を
聞
く
時
間
が
短
く
な
り
、
詳
細
な
内
容
を
聞
き

取
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

 

 ④
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
項
目

 

○
 
調
査
の
対
象
者
を
選
定
し
た
後
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
項
目
を
ど
の
よ
う
な
内
容
と
す
る
の
か
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
は
異
な
り
対
面
で
聞
き
取
り
を
行
う
た
め
、
限

ら
れ
た
時
間
内
に
回
答
を
聞
き
取
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
対
象
者
に
は
事
前
に
調
査
の
項
目
を

提
示
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
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○
 
ま
た
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
項
目
に
つ
い
て
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
同
様
に
調
査
の
項
目

が
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
よ
う
な
工
夫
や
、
漢
字
に
ル
ビ
を
つ
け
る
こ
と
等
の
配
慮
を
行

う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
お
け
る
主
な
質
問
項
目
に
つ
い
て
は
、

次
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

 

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
主
な
質
問
項
目
）

 
 

分
類

 
内
容
・
利
用
目
的

 

生
活
の
状
況

 
・

 
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
か
（
家
族
と
同
居
、

ひ
と
り
暮
ら
し
等
）

 

・
 
日
常
生
活
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

・
 
困
っ
た
時
は
誰
に
相
談
し
て
い
ま
す
か

 

・
 
急
な
体
調
不
良
や
災
害
の
と
き
な
ど
の
心
配
ご
と

 

・
 
仕
事
面
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
ケ
ア

 
・

 
現
在
、
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
は
何
で
す
か

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
よ
か
っ
た
点
、
改
善
し
て
欲

し
い
点
は
あ
り
ま
す
か

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
何
か
困
っ
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か

 

・
 
医
療
ケ
ア
の
面
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

地
域
の
暮
ら
し

 
・

 
日
々
の
暮
ら
し
に
困
っ
て
い
る
こ
と
や
、
環
境
整
備

が
必
要
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

そ
の
他
ご
意
見

 
・

 
行
政
に
期
待
す
る
こ
と
な
ど
、
何
か
ご
意
見
は
あ
り

ま
す
か

 

■
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
ひ
な
型
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
４
）
を
参
照
）

 

 ⑤
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
実
施

 

○
 
調
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に
対
象
者
と
調
査
日
時
・
場
所
に
つ
い
て
調
整
の
上
、

事
前
に
調
査
項
目
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
調
査
内
容
の
簡
単
な
説
明
を
行
っ
て
お
く
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
対
象
者
に
介
助
者
等
が
い
る
場
合
は
同
席
を
依
頼
す
る
こ
と
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
へ
の
配
慮
等
が
必
要
な
場
合
は
、
事
前
に
本
人
・
介
助
者
等
と
も
十
分
な
調
整
を
行
い
、

手
話
通
訳
や
要
約
筆
記
者
の
手
配
な
ど
、
必
要
な
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

■
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
の
活
用
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問
９
（

4
4
頁
）
を
参
照
）
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 Ⅱ
．
障
害
福
祉
計
画
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て

 

 １
．

 
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
等

 

 （
１
）

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性

 

 ①
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
と
法
上
の
規
定

 

○
 
計
画
は
、
障
害
者
の
生
活
に
必
要
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
の
確
保
に
向
け
て
推
進

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
関
係
者
が
目
標
等
を
共
有
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
連
携
す
る
と
と
も

に
、
進
捗
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
、
工
夫
・
改
善
を
積
み
重
ね
、
着
実
に
取
組
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
そ
の
た
め
、
作
成
し
た
計
画
に
つ
い
て
は
、
３
年
ご
と
に
そ
の
進
捗
を
把
握
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
定
期
的
に
そ
の
進
捗
を
把
握
し
、
分
析
・
評
価
の
上
、
課
題
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
随

時
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
平
成

2
5
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
い
て
は
、
計
画
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
、
定
期
的
に
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

計
画
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
（

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
）
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

 

         

   ②
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
と
は

 

○
 
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
・
領
域
に
お
け
る
品
質
改
善
や
業
務
改

善
な
ど
に
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
で
、「
計
画
（

P
la

n
）
」「
実
行
（

D
o
）
」

「
評
価
（

C
h

e
c
k
）
」
「
改
善
（

A
c
t）

」
の
プ
ロ
セ
ス
を
順
に
実
施
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

で
す
。

 

○
障
害
者
総
合
支
援
法
（
抜
粋
）

 

第
8

8
条
の

2
 
 
市
町
村
は
、
定
期
的
に
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
市
町
村
障
害
福
祉
計

画
に
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 
 第

8
9
条
の

2
 
 
都
道
府
県
は
、
定
期
的
に
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
都
道
府
県
障
害
福

祉
計
画
に
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。
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○
 
業
務
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
計
画
を
立
て
、
そ
れ
を
実
行
し
、
結
果
を
評
価
し
た
後
、
改

善
し
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
繋
げ
て
い
く
過
程
は
、
業
務
の
質
を
高
め
て
い
く
う
え
で
重
要

と
な
り
ま
す
。

 

■
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
の
実
施
状
況
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問

1
3
（

4
5
頁
）

を
参
照
）

 

 

（
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
 

        

計
画
（

P
la

n
）

 
目
標
を
設
定
し
、
目
標
達
成
に
向
け
た
活
動
を
立
案
す
る

 

実
行
（

D
o
）

 
計
画
に
基
づ
き
活
動
を
実
行
す
る

 

評
価
（

C
h

e
c
k
）

 
活
動
を
実
施
し
た
結
果
を
把
握
・
分
析
し
、
考
察
す
る
（
学
ぶ
）

 

改
善
（

A
c
t）

 
考
察
に
基
づ
き
、
計
画
の
目
標
、
活
動
な
ど
を
見
直
し
す
る

 

  （
２
）
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル

 

○
 
平
成

2
7
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
４
期
計
画
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援

並
び
に
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
自
立
支

援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成

1
8
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

3
9

5
号
。
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
で
は
、
計
画
に

P
D

C
A

サ
イ
ク
ル
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
第
二
に
お
け
る
目
標
を
成
果
目
標
と
し
、
第
三
に
お
け
る

計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
等
を
活
動
指
標
と
し
て

い
ま
す
。（

成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
に
つ
い
て
は
、（

成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
）

に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
）

 

○
 
そ
の
上
で
、
基
本
指
針
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
次
の
と
お
り
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

 

・
 
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
１
年
に
１
回
そ
の
実
績
を
把
握
し
、

障
害
者
施
策
や
関
連
施
策
の
動
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
計
画
の
中
間
評
価
と
し
て
、
分
析
・

評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
計
画
の
変
更
や
事
業
の
見
直
し
等
の
措
置

D
o
 

A
c
t 

P
la

n 

C
he

c
k 

 

1
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を
講
じ
る
こ
と

 

・
 
ま
た
、
中
間
評
価
の
際
に
は
、
協
議
会
や
合
議
制
の
機
関
等
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

 

・
 
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
よ
り
高
い
頻
度
で
実
績
を
把
握
し
、
設
定
し
た
見
込
量
の
達
成

状
況
等
の
分
析
・
評
価
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

 

○
 
第
４
期
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
プ
ロ
セ
ス
を
念
頭
に
、
計
画
の

作
成
の
段
階
に
お
い
て
、
基
本
指
針
に
即
し
つ
つ
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
成
果
目
標
及
び
活
動

指
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
成
果
目
標
の
達
成
に
向
け
て
必
要
と
な
る
活
動
指
標
に
つ
い
て

も
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

 

 

※
 
「
成
果
目
標
」
と
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
体
制
確
保
の
一
環
と
し
て
、
基
本
指

針
の
中
で
、
基
本
理
念
等
を
踏
ま
え
て
国
全
体
で
達
成
す
べ
き
目
標
と
し
て
設
定
す
る
も
の
。
 

※
 
「
活
動
指
標
」
と
は
、
国
全
体
で
達
成
す
べ
き
数
値
目
標
の
形
で
は
設
定
し
な
い
が
、
都
道

府
県
・
市
町
村
に
お
い
て
、
基
本
指
針
に
定
め
る
基
本
理
念
や
提
供
体
制
確
保
の
基
本
的
考
え

方
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
確
保
に
関
す
る
成
果
目
標
等
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

と
な
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
量
等
の
見
込
み
と
し
て
設
定
す
る
も
の
。

 

 （
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
プ
ロ
セ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
）

 

    

              

 

■
計
画
の
内
容
を
踏
ま
え
、
事
業

を
実
施
す
る
。

 

■
中
間
評
価
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
障
害
福
祉
計
画
の
見
直
し
等
を
実
施
。

 

■
「
基
本
指
針
」
に
即
し
て
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
の
設
定
や
そ
の
他
確
保
方
策
等
を
定
め
る
。

 

■
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
１
年
に
１
回
そ
の
実
績
を
把
握

し
、
障
害
者
施
策
や
関
連
施
策
の
動
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
障
害
福
祉
計
画
の
中
間
評
価

と
し
て
分
析
・
評
価
を
行
う
。

 

■
中
間
評
価
の
際
に
は
、
協
議
会
等
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
公

表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

■
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
よ
り
頻
回
に
実
績
を
把
握
し
、
達
成
状
況
等
の
分
析
・
評
価

を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

・
障
害
福
祉
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
及
び
達
成
す
べ
き
目
標
、
サ
ー
ビ
ス

提
供
体
制
に
関
す
る
見
込
量
の
見
込
み
方
の
提
示

 

基
本
指
針

 

計
画
（

P
la

n
）

 

改
善
（

A
c
t）

 
実
行
（

D
o
）

 

評
価
（

C
h

e
c
k
）
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（
成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
）

 
 

              

  

   ２
．

 
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル

 

 （
１
）
計
画
（

P
la

n
）

 
○

 
計
画
に
お
い
て

P
D
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
計
画
の
作
成
の
段
階

か
ら
、
①
計
画
の
策
定
と
評
価
を
行
う
体
制
の
整
理
を
行
う
こ
と
、
②
成
果
目
標
の
設
定
と
そ

れ
ら
を
測
る
活
動
指
標
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
、
③
計
画
の
策
定
の
段
階
で
、
ど
の
時
点
で
実

績
を
把
握
し
分
析
・
評
価
を
行
う
か
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

 

 ①
計
画
に
関
わ
る
様
々
な
主
体
の
計
画
策
定
へ
の
参
画
、
評
価
の
体
制
の
整
理

 

○
 
計
画
の
内
容
は
障
害
分
野
だ
け
で
な
く
労
働
分
野
な
ど
様
々
な
分
野
に
関
係
す
る
こ
と
か

ら
、
庁
内
の
関
係
部
局
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
障
害
者
団
体
等
の
関
係
者
と
協
力

し
、
目
標
達
成
に
向
け
て
取
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
計
画
の
作
成
の
際
に
は
、
多
く
の
自
治
体
に
お
い
て
協
議
会
や
施
策
推
進
協
議
会
等
を
活
用

（ 基 本 指 針 の 理 念 ） 自 立 と 共 生 の 社 会 を 実 現  

障 害 者 が 地 域 で 暮 ら せ る 社 会 に  

 

施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行

 
○

 地
域
生
活
移
行
者
の
増
加

 

○
 施

設
入
所
者
の
削
減

 

入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活

へ
の
移
行

 
○

 入
院
後

3
ヶ
月
時
点
の
退
院
率
の
上
昇

 

○
 入

院
後

 1
年
時
点
の
退
院
率
の
上
昇

 

○
 
在
院
期
間

1
年
以
上
の
長
期
在
院
者
の
退

院
者
数
の
増
加

 

障
害
者
の
地
域
生
活
の
支
援

 
○

 地
域
生
活
支
援
拠
点
の
整
備

 

福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行

 
○

 福
祉
施
設
利
用
者
の
一
般
就
労
へ
の
移
行

者
の
増
加

 

○
 就

労
移
行
支
援
事
業
の
利
用
者
の
増
加

 

○
 就

労
移
行
支
援
事
業
所
の
就
労
移
行
率
の

増
加

 

○
 生

活
介
護
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 自

立
訓
練
（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
継
続
支
援
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 短

期
入
所
（
福
祉
型
、
医
療
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 共

同
生
活
援
助
の
利
用
者
数

 

○
 地

域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援
）
の
利
用
者
数

 

○
 施

設
入
所
支
援
の
利
用
者
数

 
※
施
設
入
所
者
の
削
減

 

○
 自

立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
継
続
支
援
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 短

期
入
所
（
福
祉
型
、
医
療
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 共

同
生
活
援
助
の
利
用
者
数

 

○
 地

域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援
）
の
利
用
者
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
の
利
用
者
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
事
業
等
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
者
数
（
就
労
移
行

支
援
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
）

 

（
都
道
府
県
の
み
）

 

○
 公

共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
チ
ー
ム
支
援
に
よ
る
福
祉
施
設
の
利

用
者
の
支
援
件
数

 

○
 委

託
訓
練
事
業
の
受
講
者
数

 

○
 障

害
者
試
行
雇
用
事
業
の
開
始
者
数

 

○
 職

場
適
応
援
助
者
に
よ
る
支
援
の
対
象
者
数

 

○
 障

害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
支
援
対
象
者
数

 

（
成
果
目
標
）

 

（
活
動
指
標
）

 

 

2
0
 

 

す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
当
事
者
も
含
め
た
会
議
体
で
意
見
を
聴
く
な
ど
、
計
画
の
作
成
の
段

階
か
ら
多
く
の
関
係
者
が
参
画
し
、
目
標
の
共
有
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
こ
れ
に
よ
り
、
計
画
の
実
行
に
向
け
た
関
係
者
の
当
事
者
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
多
く

の
関
係
主
体
が
関
わ
る
こ
と
で
計
画
の
実
行
段
階
で
の
連
携
・
協
力
を
行
い
や
す
く
な
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
計
画
の
策
定
に
関
わ
っ
た
関
係
者
は
、
計
画
の
進
行
管
理
の
一
貫
性
の
観
点
か
ら
、

計
画
の
評
価
の
際
に
も
関
わ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
な
お
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
計
画
の

策
定
・
評
価
に
複
数
の
会
議
体
が
関
係
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
会
議
体
ご
と
に
意
見
が
分

か
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
議
体
の
役
割
は
事
前
に
整
理
し
て
お
く
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

■
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
実
施
体
制
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問

1
5
（

4
6
頁
）
を
参
照
）

 

 ②
目
標
と
指
標
の
整
理

 

○
 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
で
成
果
目
標
と
活
動
指
標
を
設
定
し
、
中
間
評
価
等
に
お
い
て
そ
の
進
捗

状
況
の
確
認
を
行
う
に
あ
た
り
、
計
画
の
作
成
の
段
階
で
成
果
目
標
と
関
連
す
る
活
動
指
標
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

 

○
 
基
本
指
針
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
は
、
前
述
の
「
成
果
目

標
と
活
動
指
標
の
関
係
」
の
と
お
り
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
独
自
に
目
標
や
指
標
を
設
定
す
る

こ
と
で
、
よ
り
適
切
な
評
価
が
行
わ
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
目
標

等
を
独
自
に
設
定
す
る
場
合
、
明
確
に
数
値
で
図
れ
る
も
の
を
設
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
例
え
ば
、
「
障
害
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
」
と
い
っ
た
抽
象
的
・

理
念
的
な
も
の
で
は
分
析
・
評
価
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
成
果
目
標
を
設
定
す
る
際
の
考
え
方
や
、
対
応
す
る
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
管
理

用
の
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
経
年
的
に
状
況
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
。
当
該
管
理
用
の
シ
ー
ト
が
あ
れ
ば
、

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
年
度
ご
と
の
活
動
の
評

価
・
改
善
の
状
況
も
含
め
て
管
理
で
き
る
た
め
、
次
期
計
画
の
見
直
し
等
に
お
い
て
も
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
管
理
用
シ
ー
ト
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
 

基
本
指
針
の
目
標

 
目
標
Ａ

 
 

計 画 （ Ｐ ） → 実 施 （ Ｄ ）  

目
標
値

 


 
平
成

2
9
年
度
末
ま
で
の
目
標
Ａ
の
人
数

 ●
人
（
●
％
）

 

（
平
成

2
5
年
度
末
の
●
人
の
●
％
以
上
）

 

【
目
標
設
定
の
考
え
方
等
】

 

 
●
●
を
基
に
設
定
。
現
状
、
●
●
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
目
標
の
達
成
に
向
け
て
●

●
等
を
実
施
。

 

 
H

2
7

 
H

2
8

 
H

2
9

 

目
標
①

 
人

 

（
％
）

 

人
 

（
％
）

 

人
 

（
％
）

 
 


 
【
参
考
】
第
３
期
計
画
で
の
実
績
（
見
込
）

 
累
計
目
標
人
数
●
人

 

 
H

2
4

 
H

2
5

 
H

2
6

 

目
標
②

 
●
人

 

（
●
％
）

 

●
人

 

（
●
％
）

 

●
人

 

（
●
％
）

 
 

主
な
活

動
指
標

（
内

容
）

 

○
活
動
指
標
等
の
一
覧

 

 
H

2
7

 
H

2
8

 
H

2
9

 

活
動
指
標
①

 
見
込

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 

実
績

 
人

 
人

 
人

 

活
動
指
標
②

 
見
込

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 

実
績

 
人

 
人

 
人

 

活
動
指
標
③

 
見
込

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 

実
績

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 
 

H
●
年
度

 

評
価
（
Ｃ
）

 
協
議
会
等
意
見

 
改
善
（
Ａ
）

 

【
目
標
等
を
踏
ま
え
た
評
価
、

改
善
方
策
（
案
）
】

 

      

【
評
価
等
に
対
す
る
意
見
】

 
【
次
年
度
に
お
け
る
取
組
等
】

 

 ③
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
設
定

 

○
 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
を
行
い
計
画
の
内
容
の
進
行
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
に
は
、
計
画
の
作

成
時
点
に
お
い
て
、
ど
の
時
点
で
実
績
を
把
握
し
、
評
価
を
行
う
か
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

 

○
 
成
果
目
標
や
活
動
指
標
の
実
績
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
独
自
に
調
査
を
行
う
こ
と
が
必
要

と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
評
価
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
準
備
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
評
価
の
結
果
、
課
題
等
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る

と
、
次
年
度
の
予
算
要
求
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
る
こ
と
が
考
え

 

2
2
 

 

ら
れ
ま
す
。

 

 

（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
設
定
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
 

月
 

庁
内
で
の
取
組

 
庁
外
（
協
議
会
等
）
で
の
取
組

 

４
月

 
 

 

５
月

 
（
関
係
部
局
）

 

・
目
標
等
の
進
捗
状
況
の
調
査
、
分
析
、

課
題
等
の
整
理

 

 

６
月

 
・
目
標
等
の
進
捗
状
況
の
報
告
、
意

見
集
約

 
７
月

 
 

8
月

 
（
関
係
部
局
）

 

・
協
議
会
等
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
対

応
方
針
を
検
討

 

 

９
月

 
 

１
０
月

 
（
庁
内
推
進
会
議
等
①
）

 

・
検
討
状
況
の
進
捗
の
報
告
等

 

 

１
１
月

 
 

１
２
月

 
（
庁
内
推
進
会
議
等
②
）

 

・
検
討
状
況
の
進
捗
の
報
告
等

 
 

１
月

 
（
庁
内
推
進
会
議
等
③
）

 

・
検
討
状
況
の
進
捗
の
報
告
等

 
 

２
月

 
 

・
次
年
度
の
取
組
等
を
報
告
、
意
見

集
約

 
３
月

 
 

 
※
中
間
評
価
を
行
う
際
を
想
定
。

 

  （
２
）
実
行
（

D
o
）

 
○

 
計
画
の
実
行
の
段
階
で
は
、
作
成
し
た
新
し
い
計
画
を
基
に
目
標
等
の
達
成
に
向
け
て
施
策

を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
他
に
も
新
し
い
計
画
の
周
知
を
図
る
こ
と
や
、

評
価
の
た
め
に
実
績
を
把
握
す
る
た
め
の
準
備
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

 ①
計
画
の
周
知

 

○
 
作
成
し
た
新
し
い
計
画
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
障
害
者
団
体
等
だ
け
で
は
な
く
、

広
く
管
内
の
住
民
に
対
し
て
も
周
知
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
そ
の
際
に
は
、
計
画
の
概
要
を
作
成
し
計
画
の
全
体
と
と
も
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す

る
こ
と
や
、
広
報
誌
・
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
障
害
者
団
体
等
が
発
行
す
る
広
報
紙
等
を

通
じ
て
、
計
画
の
周
知
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
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  ②
評
価
（

C
h

e
c
k
）
の
た
め
の
準
備

 

○
 
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
成
果
目
標
等
の
実
績
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績
の
よ
う
に
障
害
者
自
立
支
援
給
付
等
実
績
デ
ー
タ
（
国
保

連
デ
ー
タ
）
で
は
把
握
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
独
自
に
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

○
 
独
自
に
調
査
を
行
う
場
合
、
調
査
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
。
計
画
の
作

成
の
際
に
作
成
し
た

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
基
に
、
中
間
評
価
に
向
け
て
調

査
票
を
作
成
し
て
お
く
な
ど
、
実
績
を
把
握
す
る
た
め
の
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
。

 

  （
３
）
評
価
（

C
h

e
c
k
）

 
○

 
計
画
の
評
価
の
段
階
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
１
年
に
１
回
中
間
評
価
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
活
動
指
標
を
用
い
た
中
間
評
価
に
つ
い
て
も
、
よ
り
高
い
頻
度
で
実

績
を
把
握
し
、
分
析
・
評
価
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

 ①
中
間
評
価

 

○
 
計
画
の
中
間
評
価
で
は
、
設
定
し
た
成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
実
績
を
基
に
、
直
近
の
伸
び

か
ら
計
画
最
終
年
度
に
お
い
て
設
定
し
た
目
標
が
達
成
で
き
る
か
ど
う
か
等
を
含
め
て
分

析
・
評
価
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
計
画
を
見
直
す
こ
と
等
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

 

○
 
中
間
評
価
に
お
い
て
は
、
設
定
し
た
目
標
等
に
向
け
て
数
値
の
推
移
に
問
題
が
な
い
場
合
に

は
、
引
き
続
き
、
実
施
し
て
い
る
施
策
等
の
推
進
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
数
値

の
推
移
に
問
題
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
要
因
の
分
析
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
要
因
の
分

析
に
お
い
て
は
、
当
事
者
や
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
な
る
計
画
策
定
に
関
わ
っ
た
組
織
体
に
意

見
を
聴
く
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
や
事
業
者
の
視
点
か
ら
の
意
見
も
収
集
し
、
課
題
の

抽
出
の
参
考
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
要
因
分
析
の
結
果
、
成
果
目
標
等
が
達
成
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
等
の
課
題
が
抽
出

さ
れ
た
場
合
、
成
果
目
標
等
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
改
善
方
策
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
こ
の
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
、
活
動
指
標
と
し
て
設
定
し
た
施
策
の
見
直
し
や
新
規
施
策

の
追
加
、
計
画
の
見
直
し
等
も
含
め
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

 

 ②
活
動
指
標
を
用
い
た
よ
り
頻
回
な
分
析
・
評
価

 

○
 
活
動
指
標
を
用
い
た
分
析
・
評
価
に
お
い
て
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
実
績
か
ら
、
達
成
見

込
み
等
を
含
め
た
状
況
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

 

2
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○
 
活
動
指
標
に
お
け
る
分
析
・
評
価
は
、
中
間
評
価
を
行
う
時
期
を
見
据
え
な
が
ら
適
切
な
時

期
に
、
設
定
し
た
活
動
指
標
の
見
込
量
の
と
お
り
順
調
な
伸
び
等
が
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
確

認
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

 ③
分
析
・
評
価
の
結
果
の
と
り
ま
と
め
と
課
題
抽
出

 

○
 
中
間
評
価
、
活
動
指
標
を
用
い
た
よ
り
頻
回
な
分
析
・
評
価
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
計
画
の

担
当
部
署
が
分
析
・
評
価
の
結
果
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
と
り
ま
と
め
に
あ
た
っ

て
は
、
目
標
等
に
関
連
す
る
個
々
の
事
業
等
を
担
当
す
る
部
署
に
現
状
分
析
を
依
頼
す
る
な
ど
、

庁
内
に
お
け
る
情
報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
課
題
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
次
の
改
善
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
は
困
難
に
な
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
情
報
な

ど
も
含
め
、
現
状
を
多
面
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
課
題
の
抽
出
ま
で
を
行
っ
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

 

○
 
こ
れ
ら
の
結
果
は
表
な
ど
の
形
に
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
、
最
終
的
な
評
価
主
体
と
な
る
組

織
体
（
前
述
の
協
議
会
な
ど
）
に
提
示
し
、
評
価
の
妥
当
性
の
検
証
と
改
善
方
向
の
検
討
を
行

う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

 

（
分
析
・
評
価
の
視
点
の
例
）

 
 

成
果
目
標

 
・

 
目
標
の
設
定
の
際
の
想
定
を
ふ
り
か
え
り
、
実
績
と
の
差
異
を
分
析
す
る
。

 

・
 
目
標
に
か
か
る
活
動
指
標
の
実
績
を
分
析
し
、
目
標
へ
の
寄
与
の
状
況
を
評

価
す
る
。
ま
た
、
目
標
に
関
わ
る
事
業
者
等
の
動
向
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
把

握
し
、
現
在
の
課
題
等
を
整
理
す
る
。

 

・
 
目
標
と
実
績
で
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
現
状
を
ふ
ま
え
て
目
標
を
見

直
す
の
か
、
目
標
に
向
け
て
新
た
な
活
動
指
標
（
事
業
等
の
充
実
や
新
規
事
業

の
追
加
等
）
の
設
定
を
行
う
の
か
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

 

活
動
指
標

 
・

 
国
保
連
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
実
績
と
見
込
量
と
の
差
異
を

分
析
す
る
。

 

・
 
国
保
連
デ
ー
タ
で
実
績
が
把
握
で
き
な
い
活
動
指
標
を
設
定
し
た
場
合
、
必

要
に
応
じ
て
調
査
等
を
実
施
。

 

・
 
事
業
者
等
の
動
向
に
つ
い
て
把
握
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
状
況
や
稼
働
状
況

等
か
ら
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
利
用
実
績
と
計
画
の
見
込
量
と
の
乖
離
が
大
き
い
場
合
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
・
供
給
増
に
向
け
た
活
動
内
容
の
充
実
や
新
た
な
活
動
の
検
討
等

を
行
う
。

 

  （
４
）
改
善
（

A
c
t）

 
○

 
計
画
の
改
善
の
段
階
に
お
い
て
は
、
中
間
評
価
の
結
果
等
を
受
け
、
施
策
の
見
直
し
・
新
規
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施
策
の
追
加
や
計
画
の
見
直
し
等
も
含
め
た
対
応
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
計
画
の
見
直
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
協
議
会
等
に
お
け
る
意
見
も
交
え
つ
つ
、
計
画

の
策
定
に
必
要
と
な
る
手
続
を
踏
ま
え
た
上
で
、
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

○
 
な
お
、
現
在
、
計
画
に
つ
い
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
取
組
事
例

に
つ
い
て
は
、
参
考
と
し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

 

 ①
計
画
そ
の
も
の
の
見
直
し
と
計
画
の
推
進
方
策
の
見
直
し

 

○
 
評
価
の
結
果
、
改
善
項
目
が
き
わ
め
て
多
く
な
り
、
計
画
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
大
き
な
問

題
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
計
画
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
計
画
そ
の
も
の
の
見
直
し
を
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
計
画
期
間
中
に
、
計
画
そ
の
も
の
を
見
直
す
必
要
が
生
じ
る
こ
と
は
、

計
画
策
定
後
に
き
わ
め
て
大
き
な
状
況
変
化
が
生
じ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
一
方
、
評
価
の
結
果
を
受
け
、
施
策
の
見
直
し
・
新
規
施
策
を
追
加
す
る
と
い
っ
た
計
画
の

推
進
方
策
の
改
善
を
行
う
取
組
み
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
さ
ま

ざ
ま
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

 

②
改
善
に
向
け
た
取
組
み
の
検
討
と
実
施

 

○
 
評
価
に
よ
り
課
題
を
抽
出
し
、
そ
の
改
善
に
向
け
た
具
体
的
な
取
組
み
を
検
討
し
ま
す
。
取

り
組
み
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
予
算
措
置
が
必
要
と
な
る
場
合
も
多
い
た
め
、
前
述
の
よ
う
に

適
切
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
設
定
し
、
速
や
か
に
実
施
で
き
る
体
制
と
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

 

○
 
改
善
の
取
組
み
の
具
体
化
の
手
順
と
し
て
は
、
協
議
会
等
に
評
価
結
果
、
課
題
、
取
組
み
方

向
の
案
な
ど
を
提
示
し
、
改
善
に
つ
い
て
の
提
言
等
を
整
理
し
ま
す
。
庁
内
の
関
係
部
署
は
そ

れ
を
受
け
て
具
体
的
な
事
業
等
を
計
画
・
立
案
し
、
予
算
措
置
も
含
め
て
実
行
に
向
け
た
取
組

み
を
進
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
は
さ
ら
に
評
価
・
検
証
を
受
け
、
こ
う
し
て

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
が
循
環
し
ま
す
。

 

 

（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
の
改
善
例
）

 
 

 
課
題

 
主
な
改
善
の
取
組
み
例

 

成
果
目
標

関
連

 

地
域
生
活
移
行

が
進
ま
な
い

 

・
 
重
度
障
害
者
が
入
居
で
き
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
少
な
く
、

移
行
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
重
度
者
対
応
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
整
備
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
る
。

 

・
 
施
設
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
緊
急
時
対
応
な
ど
の
不

安
が
強
い
た
め
、
在
宅
で
の
緊
急
時
支
援
の
体
制
に
つ
い
て

充
実
策
を
検
討
す
る
。

 

・
 
地
域
移
行
に
関
し
て
相
談
先
が
限
ら
れ
て
お
り
、
十
分
な

対
応
が
で
き
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
相
談
支
援
の

充
実
を
進
め
る
。
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・
 
地
域
移
行
に
向
け
、
宿
泊
型
自
立
訓
練
施
設
等
の
効
果
的

な
活
用
方
策
を
検
討
す
る
。

 

福
祉
施
設
か
ら

一
般
就
労
へ
の

移
行
が
進
ま
な

い
 

・
 
一
般
企
業
の
障
害
者
雇
用
を
さ
ら
に
進
め
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
支
援
制
度
な
ど
の
情
報
提
供
、

就
労
希
望
者
の
紹
介
な
ど
の
体
制
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。

 

・
 
就
労
移
行
支
援
事
業
の
利
用
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、
事
業
所

が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
事
業
所
参
入
の
条
件
整
備
を
検
討

す
る
。

 

・
 
就
労
を
希
望
す
る
障
害
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
関
係
機
関

が
連
携
し
、
よ
り
効
果
的
な
個
別
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す

る
。

 

活
動
指
標

関
連

 

供
給
が
想
定
よ

り
遅
れ
て
い
る

 

・
 
当
初
の
見
込
み
と
比
べ
て
供
給
体
制
の
整
備
が
遅
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
と
連
携
し
て
体
制
整
備
を
前
倒
し
で

進
め
る
（
相
談
支
援
等
）
。

 

・
 
地
域
に
事
業
所
が
少
な
く
、
特
に
障
害
児
を
受
け
入
れ
ら

れ
る
事
業
所
が
な
い
た
め
、
事
業
所
と
連
携
し
て
障
害
児
受

け
入
れ
体
制
の
整
備
を
図
る
（
短
期
入
所
等
）
。

 

利
用
が
想
定
よ

り
少
な
い

 

・
 
利
用
は
年
々
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
事
業
所
に
お
い
て
、

的
確
な
ニ
ー
ズ
把
握
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
課
題
が
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
ニ
ー
ズ
の
洗
い
出
し
等
、
地
域
支
援
の
枠

組
み
の
中
で
連
携
を
進
め
る
（
居
宅
介
護
等
）
。

 

・
 
利
用
者
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
は
、
事
業
所
だ
け
で
な

く
、
各
種
地
域
資
源
と
の
連
携
や
活
用
が
重
要
で
あ
る
た
め
、

事
業
の
周
知
を
進
め
、
連
携
先
の
拡
充
を
進
め
る
（
就
労
移

行
支
援
等
）
。

 

・
 
重
度
障
害
者
が
利
用
で
き
る
事
業
所
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

重
度
者
が
利
用
で
き
る
基
盤
整
備
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る

（
生
活
介
護
等
）
。

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
に
関
し
て
、
余
暇
支
援
な
ど
の
ニ
ー

ズ
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状
の
補
助
内
容
を
見

直
し
て
余
暇
関
連
の
充
実
を
促
進
（
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
等
）
す
る
。

 

・
 
事
業
所
の
立
地
が
偏
在
し
て
お
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

に
く
い
地
域
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地
域
で
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
に
対
す
る
補
助
を
行
う
（
生
活
介
護
等
）
。

 

  （
５
）
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
結
果
の
公
表

 
○

 
中
間
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
障
害
当
事
者
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
な
ど
の
関
係

者
の
ほ
か
、
一
般
住
民
等
も
含
め
て
広
く
公
開
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
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○
 
公
表
に
あ
た
っ
て
は
、
閲
覧
者
が
理
解
し
易
い
よ
う
に
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
協
議
会
等
で

使
用
し
た
資
料
も
で
き
る
だ
け
公
開
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施

し
て
い
る
自
治
体
に
お
い
て
は
、
協
議
会
等
の
計
画
の
策
定
や
評
価
に
関
わ
っ
た
組
織
体
に
諮

っ
た
会
議
資
料
等
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
資
料
の
公
表
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
上
げ
ソ
フ
ト
対
応
と
す
る
等
、
情
報
を
得
や
す

く
す
る
配
慮
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
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（
参
考
）
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
実
施
体
制
等

 
 

 （
市
町
村
の
例
）

 

①
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
体
制

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
た
め
の
体
制
と
し
て
、
障
害
者
団
体
等
で
構
成
さ
れ

る
外
部
組
織
と
、
庁
内
の
関
係
者
で
構
成
さ
れ
る
内
部
組
織
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
連
携
し

て
評
価
等
を
行
っ
て
い
る
。

 

○
 
外
部
組
織
と
し
て
は
、
自
立
支
援
協
議
会
を
活
用
し
て
お
り
、
協
議
会
の
下
に
テ
ー
マ

ご
と
に
部
会
を
設
置
し
、
毎
年
度
の
計
画
の
実
施
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
提
言
と
し
て

意
見
集
約
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
内
部
組
織
と
し
て
は
、
担
当
者
レ
ベ
ル
で
の
会
議
体

と
担
当
課
長
レ
ベ
ル
で
の
会
議
体
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
計
画
の
進
行
管
理
を
含
め
た
事
業

の
評
価
等
を
行
っ
て
い
る
。

 

（
組
織
体
制
の
概
念
図
）

 

     

   

         

 

 

      

役
割
：
部
会
で
検
討
し
た
内
容
の
承
認
、
障
害
者
福
祉
の
増
進
に
係
る
全
般
的
な
方
向
性
の
検
討
等

 

構
成
員
：
障
害
者
団
体
、
学
識
経
験
者
、
医
療
機
関
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

 

開
催
回
数
等
：
年
２
回
、
各
部
会
で
検
討
し
た
内
容
に
つ
い
て
協
議
会
と
し
て
検
討

 

総
会

 

役
割
：
個
別
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
仕
組
み
づ
く
り
・
計
画
の
進
行
管
理
・
次
期
計
画
の
準
備
等
を

行
う
等

 

構
成
員
：
協
議
会
の
構
成
団
体
よ
り
推
薦
を
受
け
た
者
（
各

9
～

1
2
名
程
度
で
構
成
）

 

開
催
回
数
等
：
月
１
回
程
度
定
例
会
を
開
催

 

専
門
部
会

 

庁
外
組
織
（
自
立
支
援
協
議
会
）

 

運
営
会
議

 

役
割
：
部
会
意
見
の
集
約
・
調
整

 

構
成
員
：
専
門
部
会
長

 

開
催
回
数
等
：
月
１
回
程
度
定
例
会
を
開
催

 

部
会
の
協
議
内
容
を
伝
達

 

庁
内
組
織

 

連
絡
調
整
会
議
（
担
当
課
長
会
議
）

 

役
割
：
計
画
の
進
行
管
理
、
事
業
の
評
価
を
行
う
こ
と
、
庁
内
検
討
専
門
部
会
で
検
討
さ
れ
た
内
容

を
協
議
し
、
協
議
会
・
部
会
へ
報
告
す
る
こ
と

 

検
討
専
門
部
会
（
担
当
者
会
議
）

 

役
割
：
計
画
進
行
管
理
等
の
検
討
、
各
部
会
で
の
検
討
内
容
を
分
野
ご
と
の
担
当
者
間
で
検
討
す
る

こ
と
等

 

外
部
組
織
と
内
部
組
織
は
連
携
を
と
る
こ
と
で
、

計
画
の
進
行
管
理
、
事
業
の
評
価
を
行
う
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 ②
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
流
れ
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
実

施
し
て
い
る
。

 

 １
月

 
取
組
状
況
の
把
握
（
庁
内
関
係
者
）

 
 

前
年
の
実
績
を
把
握
し
、
取
組
状
況
を
整
理
（
進
行
管
理
票
を
作
成
）

 

 

２
月
～
４
月

 
各
専
門
部
会
、
運
営
会
議
、
総
会

 
 

自
立
支
援
協
議
会
に
お
い
て
、
評
価
・
提
言
の
作
成
（
進
行
管
理
票
を
作
成
）

 

 

５
月

 
庁
内
連
絡
調
整
会
議
（
関
係
課
長
会
議
）

 
 

自
立
支
援
協
議
会
に
お
け
る
評
価
・
提
言
案
を
報
告
、
提
言
を
受
け
た
内
容
の
事
業
化
等
を

関
係
課
に
依
頼

 

６
月

 
行
政
評
価
（
庁
内
関
係
者
）

 
 

提
言
を
ふ
ま
え
、
関
係
課
で
結
果
を
と
り
ま
と
め
、
行
政
評
価
を
作
成

 

 

７
月
～

9
月

 
検
討
結
果
の
照
会
、
再
提
言

 

関
係
課
の
事
業
化
等
の
方
針
を
照
会
、
自
立
支
援
協
議
会
で
の
確
認
、
再
提
言
等
の
と
り

ま
と
め

 

 

1
0
月
～

 
提
言
内
容
の
事
業
化

 

関
係
課
に
よ
る
提
言
内
容
の
事
業
化
、
行
政
評
価
結
果
の
公
表

 

 

 ③
計
画
実
施
状
況
の
評
価
等
に
基
づ
く
事
業
見
直
し
、
新
規
事
業
化
等

 

○
 
法
定
サ
ー
ビ
ス
で
、
見
込
に
対
し
供
給
が
不
足
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要

因
を
分
析
し
、
事
業
者
参
入
の
条
件
整
備
を
検
討
す
る
な
ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
 

○
 
ま
た
、
計
画
の
評
価
に
お
け
る
提
言
等
を
ふ
ま
え
、
日
中
一
時
支
援
事
業
の
箇
所
数
の

増
加
、
社
会
参
加
促
進
事
業
系
の
事
業
内
容
見
直
し
（
訓
練
事
業
か
ら
余
暇
支
援
事
業

へ
の
変
更
）
、
相
談
窓
口
の
一
元
化
な
ど
の
対
応
を
実
施
し
た
。

 

      

 

3
0
 

 

 （
都
道
府
県
の
例
）

 

①
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
体
制

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
た
め
の
体
制
と
し
て
、
障
害
者
団
体
等
で
構
成
さ

れ
る
外
部
組
織
と
、
庁
内
の
関
係
者
で
構
成
さ
れ
る
内
部
組
織
を
置
い
て
い
る
。

 

○
 
外
部
組
織
と
し
て
は
、
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
を
活
用
し
、
毎
年
度
の
計
画
の
実
施

状
況
等
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

 

○
 
ま
た
、
内
部
組
織
と
し
て
は
、
医
療
・
保
健
・
福
祉
等
に
係
る
主
要
な
施
策
の
進
捗
状

況
な
ど
を
把
握
、
協
議
し
、
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
庁
内
推
進
会
議
を
設
置
し
て
お

り
、
計
画
の
進
行
管
理
を
含
め
た
事
業
の
評
価
、
事
業
化
の
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
。

 

 

（
組
織
体
制
の
概
念
図
）

 

     

  

 

           

   ②
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
流
れ
と
し
て
は
、次

の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
実

施
し
て
い
る
。

 

 

役
割
：
障
害
者
施
策
に
係
る
全
般
的
な
方
向
性
の
検
討
な
ど

 

構
成
員
：
障
害
当
事
者
、
有
識
者
、
障
害
者
団
体
な
ど

 

開
催
回
数
：
原
則
、
年
２
回

 

庁
外
組
織
（
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
）

 

庁
内
組
織

 

庁
内
推
進
会
議

 

役
割
：
医
療
・
保
健
・
福
祉
等
に
係
る
主
要
な
施
策
の
進
捗
状
況
な
ど
を
把
握
、

協
議
し
、
施
策
の
推
進
を
図
る

 

構
成
員
：
知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
関
係
部
課
長
、
関
係
出
先
機
関
長
な
ど

 

開
催
回
数
：
年
４
回

 

障
害
福
祉
担
当
課
（
関
係
課
）

 

障
害
福
祉
計
画
の
進
捗
状
況
を
調
査
、
分
析
、
課
題
の
整
理
を
行
い
、
施
策
推
進
協
議
会
の

意
見
等
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
事
業
を
検
討
す
る
。

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
の
進
捗
状
況
等
を

報
告
、
事
業
化
の
検
討
な
ど
を
行
う

 

障
害
福
祉
計
画
や
事
業
の
進
捗
状

況
等
を
報
告
、
意
見
集
約
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５
月
～
６
月

 
進
捗
状
況
調
査

 

事
業
所
等
を
対
象
に
地
域
移
行
や
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
に
つ
い
て
調
査
、
分
析

 

⇒
 
課
題
の
整
理
、
報
告
資
料
の
作
成

 

６
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

 

６
月
～
７
月

 
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

 

進
捗
状
況
調
査
の
結
果
等
を
報
告
、
意
見
集
約

 

 

８
月
～
９
月

 
進
捗
状
況
や
意
見
を
踏
ま
え
、
事
業
化
の
方
針
を
検
討

 

  

９
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

事
業
化
の
方
針
案
を
報
告
、
検
討

 

1
0
月
～

1
1
月

 
事
業
化
の
検
討
（
次
年
度
予
算
へ
の
反
映
）

 

  

1
2
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

新
規
事
業
案
の
報
告
等

 

２
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

新
規
事
業
等
の
確
認

 

２
月
～
３
月

 
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

 

次
年
度
の
取
組
（
新
規
事
業
な
ど
）
を
報
告
、
意
見
集
約

 

 ③
計
画
実
施
状
況
の
評
価
等
に
基
づ
く
事
業
見
直
し
、
新
規
事
業
化
等

 

○
 
計
画
の
評
価
等
に
よ
り
、圏

域
に
よ
っ
て
通
所
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
大
き
な
差
が
見
ら

れ
た
た
め
、
中
山
間
地
域
で
の
事
業
所
立
ち
上
げ
に
対
す
る
補
助
事
業
を
創
設
す
る
な

ど
の
取
組
み
を
行
っ
た
。

 

     

 
 

 

3
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 Ⅲ
．
資
料
編
 

（
参
考
１
）

 

 

障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
障
害
者
等
の
実
態
把
握
と

 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
実
施
状
況
に
関
す
る
調
査

 
結
果
概
要

 

   Ⅰ
．
調
査
概
要

 

◆
平
成

2
5
年

7
月

2
5
日
～

8
月

1
3
日
を
調
査
期
間
と
し
、
全
国
自
治
体
（
一
部
被
災
自
治
体
を
除
く
）
に

対
し
、
第

3
期
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
に
お
け
る
障
害
者
等
の
実
態
把
握
の
状
況
、
計
画
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
実

施
の
状
況
を
調
査
。

 

◆
対
象

1
,7

8
1
自
治
体
に
照
会
し
、

9
5

7
自
治
体
よ
り
回
答
（
回
収
率

5
3

.7
％
）

 

◆
そ
の
う
ち
、
記
載
漏
れ
な
ど
不
備
事
項
の
あ
る
回
答
を
除
き
、

7
2

8
サ
ン
プ
ル
を
有
効
回
答
と
し
て
集
計

に
利
用
。

 

◆
有
効
回
答

7
2

8
サ
ン
プ
ル
の
内
訳
は
、
都
道
府
県

2
8
、
市
区
町
村

7
0

0
。
ま
た
、
市
区
町
村
の
内
訳
は
、

政
令
市
・
中
核
市
・
特
別
区
が
計

5
0
、
そ
の
他
の
市
が

3
4

1
、
町
村
が

3
0

9
。

 

  Ⅱ
．
調
査
結
果

 

（
１
）
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
形
態

 

◆
第

3
期
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
形
態
は
、
単
独
の
計
画
と
し
て
策
定
し
て
い
る
場
合
と
、
障
害
者
基
本
計

画
等
と
一
体
的
な
計
画
と
し
て
策
定
し
て
い
る
場
合
が
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

  
 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

7
2
8

2
8

7
0
0

5
0

3
4
1

3
0
9

3
8
2

1
8

3
6
4

2
9

1
8
3

1
5
2

5
2
.5

%
6
4
.3

%
5
2
.0

%
5
8
.0

%
5
3
.7

%
4
9
.2

%

3
4
6

1
0

3
3
6

2
1

1
5
8

1
5
7

4
7
.5

%
3
5
.7

%
4
8
.0

%
4
2
.0

%
4
6
.3

%
5
0
.8

%

都
道

府
県

全
体

市
区

町
村

障
害
福
祉
計
画
単
独
で
策
定

障
害
者
基
本
計
画
（
障
害
者
基
本
法
に
基
づ
く
計
画
）
と

の
一
体
的
な
計
画
と
し
て
策
定

－90－
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  （
２
）
「
障
害
者
の
実
態
把
握
」
に
関
す
る
事
項

 

 問
１

 
「
実
態
把
握
調
査
」
の
実
施
状
況

 

◆
4
割
以
上
の
自
治
体
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
各
種
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
自
治
体

は
約

3
割
で
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

  

  問
２

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
概
要

 

◆
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
障
害
福
祉
計
画
以
外
も
想
定
し
て
実
施
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  
      

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

7
2
8

2
8

7
0
0

5
0

3
4
1

3
0
9

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

4
3
.7

%
1
0
.7

%
4
5
.0

%
6
0
.0

%
5
3
.1

%
3
3
.7

%

9
3

3
9
0

3
6
2

2
5

1
2
.8

%
1
0
.7

%
1
2
.9

%
6
.0

%
1
8
.2

%
8
.1

%

2
4
5

1
4

2
3
1

2
4

1
5
5

5
2

3
3
.7

%
5
0
.0

%
3
3
.0

%
4
8
.0

%
4
5
.5

%
1
6
.8

%

1
7
7

6
1
7
1

1
8

1
1
9

3
4

2
4
.3

%
2
1
.4

%
2
4
.4

%
3
6
.0

%
3
4
.9

%
1
1
.0

%

9
9

7
9
2

1
3

5
1

2
8

1
3
.6

%
2
5
.0

%
1
3
.1

%
2
6
.0

%
1
5
.0

%
9
.1

%

2
1
6

7
2
0
9

7
6
4

1
3
8

2
9
.7

%
2
5
.0

%
2
9
.9

%
1
4
.0

%
1
8
.8

%
4
4
.7

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

障
害
者
等
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

特
に
実
施
し
て
い
な
い

そ
の
他

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
へ
の
調
査
（
ア
ン
ケ
ー

ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
）
を
実
施

障
害
者
団
体
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
説
明
会
、
意
見
交
換

会
な
ど
を
実
施

障
害
者
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
（
障
害
者
本
人

の
ほ
か
、
家
族
等
へ
の
調
査
も
含
む
）

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

1
2
1

0
1
2
1

1
3

6
8

4
0

3
8
.1

%
0
.0

%
3
8
.4

%
4
3
.3

%
3
7
.6

%
3
8
.5

%

1
7
9

3
1
7
6

1
3

1
0
7

5
6

5
6
.3

%
1
0
0
.0

%
5
5
.9

%
4
3
.3

%
5
9
.1

%
5
3
.8

%

1
8

0
1
8

4
6

8

5
.7

%
0
.0

%
5
.7

%
1
3
.3

%
3
.3

%
7
.7

%

都
道

府
県

市
区

町
村

全
体

障
害
福
祉
計
画
、
障
害
者
基
本
計
画
以
外
の
計
画
策
定

や
事
業
検
討
な
ど
の
資
料
を
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
実
施

障
害
福
祉
計
画
の
ほ
か
、
障
害
者
基
本
計
画
策
定
の
た

め
の
資
料
を
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
実
施

障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
み
を
目
的
と
し
て
実
施

 

3
4
 

  問
３

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
調
査
対
象

 

◆
3
障
害
の
手
帳
所
持
者
に
つ
い
て
は

9
割
以
上
が
対
象
と
し
て
い
る
。「
上
記
以
外
の
対
象
者
」
と
し
て
は
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
を
対
象
と
し
た
調
査
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

  

 ◆
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
対
象
で
、
調
査
を
行
っ
た
サ
ン
プ
ル
数
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

の
場
合
で
は
約

1
/
3
が

1
,0

0
0
サ
ン
プ
ル
以
上
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
対
象
で
は

1
0

0
～

5
0

0
程
度
の

サ
ン
プ
ル
数
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

9
4
.0

%
1
0
0
.0

%
9
4
.0

%
8
3
.3

%
9
3
.9

%
9
7
.1

%

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

9
4
.0

%
1
0
0
.0

%
9
4
.0

%
8
3
.3

%
9
3
.9

%
9
7
.1

%

2
8
7

3
2
8
4

2
2

1
6
8

9
4

9
0
.3

%
1
0
0
.0

%
9
0
.2

%
7
3
.3

%
9
2
.8

%
9
0
.4

%

5
1

1
5
0

3
2
3

2
4

1
6
.0

%
3
3
.3

%
1
5
.9

%
1
0
.0

%
1
2
.7

%
2
3
.1

%

7
0

7
2

4
1

2
.2

%
0
.0

%
2
.2

%
6
.7

%
2
.2

%
1
.0

%

1
8

1
1
7

3
1
3

1

5
.7

%
3
3
.3

%
5
.4

%
1
0
.0

%
7
.2

%
1
.0

%

1
0
4

1
1
0
3

1
7

6
5

2
1

3
2
.7

%
3
3
.3

%
3
2
.7

%
5
6
.7

%
3
5
.9

%
2
0
.2

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

上
記
以
外
の
対
象
者

障
害
者
団
体
等
を
経
由
し
て
実
施

特
定
疾
患
医
療
受
給
者

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者

自
立
支
援
医
療
受
給
者

療
育
手
帳
所
持
者

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

1
3

0
1
3

0
4

9
4
.3

%
0
.0

%
4
.4

%
0
.0

%
2
.4

%
8
.9

%
7
2

0
7
2

4
2
7

4
1

2
4
.1

%
0
.0

%
2
4
.3

%
1
6
.0

%
1
5
.9

%
4
0
.6

%
7
8

1
7
7

3
4
9

2
5

2
6
.1

%
3
3
.3

%
2
6
.0

%
1
2
.0

%
2
8
.8

%
2
4
.8

%
6
4

0
6
4

5
5
0

9
2
1
.4

%
0
.0

%
2
1
.6

%
2
0
.0

%
2
9
.4

%
8
.9

%
3
6

1
3
5

1
3

2
2

0
1
2
.0

%
3
3
.3

%
1
1
.8

%
5
2
.0

%
1
2
.9

%
0
.0

%
3
6

1
3
5

0
1
8

1
7

1
2
.0

%
3
3
.3

%
1
1
.8

%
0
.0

%
1
0
.6

%
1
6
.8

%

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

サ
ン
プ
ル
数
不
明

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上
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政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

6
2

0
6
2

0
2
0

4
2

2
0
.7

%
0
.0

%
2
0
.9

%
0
.0

%
1
1
.8

%
4
1
.6

%
1
3
9

0
1
3
9

7
9
9

3
3

4
6
.5

%
0
.0

%
4
7
.0

%
2
8
.0

%
5
8
.2

%
3
2
.7

%
3
0

1
2
9

1
0

1
9

0
1
0
.0

%
3
3
.3

%
9
.8

%
4
0
.0

%
1
1
.2

%
0
.0

%
7

0
7

5
1

1
2
.3

%
0
.0

%
2
.4

%
2
0
.0

%
0
.6

%
1
.0

%
3

1
2

2
0

0
1
.0

%
3
3
.3

%
0
.7

%
8
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
5
8

1
5
7

1
3
1

2
5

1
9
.4

%
3
3
.3

%
1
9
.3

%
4
.0

%
1
8
.2

%
2
4
.8

%
2
8
7

3
2
8
4

2
2

1
6
8

9
4

9
6

0
9
6

0
4
1

5
5

3
3
.4

%
0
.0

%
3
3
.8

%
0
.0

%
2
4
.4

%
5
8
.5

%
1
1
1

1
1
1
0

1
0

8
6

1
4

3
8
.7

%
3
3
.3

%
3
8
.7

%
4
5
.5

%
5
1
.2

%
1
4
.9

%
2
2

1
2
1

8
1
3

0
7
.7

%
3
3
.3

%
7
.4

%
3
6
.4

%
7
.7

%
0
.0

%
5

0
5

3
1

1
1
.7

%
0
.0

%
1
.8

%
1
3
.6

%
0
.6

%
1
.1

%
1

0
1

1
0

0
0
.3

%
0
.0

%
0
.4

%
4
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
5
2

1
5
1

0
2
7

2
4

1
8
.1

%
3
3
.3

%
1
8
.0

%
0
.0

%
1
6
.1

%
2
5
.5

%
5
1

1
5
0

3
2
3

2
4

1
3

0
1
3

0
2

1
1

2
5
.5

%
0
.0

%
2
6
.0

%
0
.0

%
8
.7

%
4
5
.8

%
1
6

0
1
6

0
9

7
3
1
.4

%
0
.0

%
3
2
.0

%
0
.0

%
3
9
.1

%
2
9
.2

%
4

1
3

0
3

0
7
.8

%
1
0
0
.0

%
6
.0

%
0
.0

%
1
3
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
8

0
1
8

3
9

6
3
5
.3

%
0
.0

%
3
6
.0

%
1
0
0
.0

%
3
9
.1

%
2
5
.0

%
7

0
7

2
4

1
2

0
2

0
1

1
2
8
.6

%
-

2
8
.6

%
0
.0

%
2
5
.0

%
1
0
0
.0

%
4

0
4

1
3

0
5
7
.1

%
-

5
7
.1

%
5
0
.0

%
7
5
.0

%
0
.0

%
1

0
1

1
0

0
1
4
.3

%
-

1
4
.3

%
5
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
-

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
-

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
-

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

サ
ン
プ
ル
数
不
明

サ
ン
プ
ル
数
不
明

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

サ
ン
プ
ル
数
不
明

自
立
支
援
医
療
受
給
者

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

療
育
手
帳
所
持
者

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

特
定
疾
患
医
療
受
給
者

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

サ
ン
プ
ル
数
不
明

 

3
6
 

 

 

   問
４
－
①

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
構
成

 

◆
調
査
票
の
構
成
は
、
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
同
一
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
約

6
割
で
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

     

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

1
8

1
1
7

3
1
3

1
5

0
5

0
4

1
2
7
.8

%
0
.0

%
2
9
.4

%
0
.0

%
3
0
.8

%
1
0
0
.0

%
5

0
5

3
2

0
2
7
.8

%
0
.0

%
2
9
.4

%
1
0
0
.0

%
1
5
.4

%
0
.0

%
4

1
3

0
3

0
2
2
.2

%
1
0
0
.0

%
1
7
.6

%
0
.0

%
2
3
.1

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4

0
4

0
4

0
2
2
.2

%
0
.0

%
2
3
.5

%
0
.0

%
3
0
.8

%
0
.0

%
1
0
4

1
1
0
3

1
7

6
5

2
1

2
8

1
2
7

1
1
8

8
2
6
.9

%
1
0
0
.0

%
2
6
.2

%
5
.9

%
2
7
.7

%
3
8
.1

%
3
6

0
3
6

6
2
2

8
3
4
.6

%
0
.0

%
3
5
.0

%
3
5
.3

%
3
3
.8

%
3
8
.1

%
1
4

0
1
4

6
6

2
1
3
.5

%
0
.0

%
1
3
.6

%
3
5
.3

%
9
.2

%
9
.5

%
1
1

0
1
1

2
8

1
1
0
.6

%
0
.0

%
1
0
.7

%
1
1
.8

%
1
2
.3

%
4
.8

%
5

0
5

1
4

0
4
.8

%
0
.0

%
4
.9

%
5
.9

%
6
.2

%
0
.0

%
1
0

0
1
0

1
7

2
9
.6

%
0
.0

%
9
.7

%
5
.9

%
1
0
.8

%
9
.5

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

サ
ン
プ
ル
数
不
明

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

上
記
以
外

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

サ
ン
プ
ル
数
不
明

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

障
害
者
団
体
等
を
経
由
し
て
実
施

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

9
4

1
9
3

1
4

5
7

2
2

2
9
.6

%
3
3
.3

%
2
9
.5

%
4
6
.7

%
3
1
.5

%
2
1
.2

%

2
0
4

2
2
0
2

1
0

1
1
4

7
8

6
4
.2

%
6
6
.7

%
6
4
.1

%
3
3
.3

%
6
3
.0

%
7
5
.0

%

2
0

0
2
0

6
1
0

4

6
.3

%
0
.0

%
6
.3

%
2
0
.0

%
5
.5

%
3
.8

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
、
同
一
の
調
査
票
と
し
た

障
害
種
別
で
複
数
の
調
査
票
を
作
成
し
た
（
身
体
障
害
者

用
、
知
的
障
害
者
用
、
障
害
児
用
な
ど
）
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3
7
 

  問
４
－
②

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
の
作
成
方
法

 

◆
調
査
票
は
、
各
自
治
体
で
独
自
に
作
成
し
て
い
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

  
 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

9
1

0
9
1

1
2

5
0

2
9

2
8
.6

%
0
.0

%
2
8
.9

%
4
0
.0

%
2
7
.6

%
2
7
.9

%
2
0
7

3
2
0
4

1
5

1
2
0

6
9

6
5
.1

%
1
0
0
.0

%
6
4
.8

%
5
0
.0

%
6
6
.3

%
6
6
.3

%
1
0

-
1
0

1
6

3
3
.1

%
-

3
.2

%
3
.3

%
3
.3

%
2
.9

%
1
0

0
1
0

2
5

3
3
.1

%
0
.0

%
3
.2

%
6
.7

%
2
.8

%
2
.9

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

都
道
府
県
な
ど
か
ら
提
供
さ
れ
た
調
査
票
の
ひ
な
型
を
利

用独
自
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
調
査
票
を
作
成
（
委
託
等
に
よ
る

作
成
も
含
む
）

過
去
に
実
施
し
た
調
査
の
調
査
票
を
そ
の
ま
ま
（
若
干
の

手
直
し
含
む
）
利
用

 

3
8
 

  問
４
－
③

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
項
目

 

◆
調
査
目
的
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
ほ
か
、
生
活
に
関
す
る

こ
と
や
、
日
中
活
動
、
就
労
状
況
な
ど
を
聞
い
て
い
る
場
合
が
多
い
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

 

 

 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

3
1
0

3
3
0
7

3
0

1
7
5

1
0
2

9
7
.5

%
1
0
0
.0

%
9
7
.5

%
1
0
0
.0

%
9
6
.7

%
9
8
.1

%
3
0
6

3
3
0
3

3
0

1
7
2

1
0
1

9
6
.2

%
1
0
0
.0

%
9
6
.2

%
1
0
0
.0

%
9
5
.0

%
9
7
.1

%
2
9
7

3
2
9
4

2
9

1
6
7

9
8

9
3
.4

%
1
0
0
.0

%
9
3
.3

%
9
6
.7

%
9
2
.3

%
9
4
.2

%
1
4
5

1
1
4
4

1
3

8
6

4
5

4
5
.6

%
3
3
.3

%
4
5
.7

%
4
3
.3

%
4
7
.5

%
4
3
.3

%
2
2
7

2
2
2
5

2
3

1
2
7

7
5

7
1
.4

%
6
6
.7

%
7
1
.4

%
7
6
.7

%
7
0
.2

%
7
2
.1

%
3
3

2
3
1

2
1
5

1
4

1
0
.4

%
6
6
.7

%
9
.8

%
6
.7

%
8
.3

%
1
3
.5

%
3
0
1

3
2
9
8

3
0

1
7
0

9
8

9
4
.7

%
1
0
0
.0

%
9
4
.6

%
1
0
0
.0

%
9
3
.9

%
9
4
.2

%
3
0
0

3
2
9
7

3
0

1
7
0

9
7

9
4
.3

%
1
0
0
.0

%
9
4
.3

%
1
0
0
.0

%
9
3
.9

%
9
3
.3

%
8
8

1
8
7

8
5
1

2
8

2
7
.7

%
3
3
.3

%
2
7
.6

%
2
6
.7

%
2
8
.2

%
2
6
.9

%
7
7

1
7
6

1
1

4
7

1
8

2
4
.2

%
3
3
.3

%
2
4
.1

%
3
6
.7

%
2
6
.0

%
1
7
.3

%
7
6

1
7
5

1
0

4
0

2
5

2
3
.9

%
3
3
.3

%
2
3
.8

%
3
3
.3

%
2
2
.1

%
2
4
.0

%
2
0
9

3
2
0
6

2
1

1
1
8

6
7

6
5
.7

%
1
0
0
.0

%
6
5
.4

%
7
0
.0

%
6
5
.2

%
6
4
.4

%
1
3
2

1
1
3
1

1
2

6
8

5
1

4
1
.5

%
3
3
.3

%
4
1
.6

%
4
0
.0

%
3
7
.6

%
4
9
.0

%
1
0
1

2
9
9

1
1

5
3

3
5

3
1
.8

%
6
6
.7

%
3
1
.4

%
3
6
.7

%
2
9
.3

%
3
3
.7

%
1
6
8

0
1
6
8

1
8

9
4

5
6

5
2
.8

%
0
.0

%
5
3
.3

%
6
0
.0

%
5
1
.9

%
5
3
.8

%
9
8

0
9
8

1
1

5
7

3
0

3
0
.8

%
0
.0

%
3
1
.1

%
3
6
.7

%
3
1
.5

%
2
8
.8

%
1
4

0
1
4

2
1
0

2
4
.4

%
0
.0

%
4
.4

%
6
.7

%
5
.5

%
1
.9

%
1
7
4

3
1
7
1

1
4

1
0
0

5
7

5
4
.7

%
1
0
0
.0

%
5
4
.3

%
4
6
.7

%
5
5
.2

%
5
4
.8

%
4
9

1
4
8

5
2
2

2
1

1
5
.4

%
3
3
.3

%
1
5
.2

%
1
6
.7

%
1
2
.2

%
2
0
.2

%
1
2
1

2
1
1
9

9
6
6

4
4

3
8
.1

%
6
6
.7

%
3
7
.8

%
3
0
.0

%
3
6
.5

%
4
2
.3

%
2
8

0
2
8

3
1
8

7
8
.8

%
0
.0

%
8
.9

%
1
0
.0

%
9
.9

%
6
.7

%
1
0
9

1
1
0
8

6
7
0

3
2

3
4
.3

%
3
3
.3

%
3
4
.3

%
2
0
.0

%
3
8
.7

%
3
0
.8

%
2
4

1
2
3

4
1
2

7
7
.5

%
3
3
.3

%
7
.3

%
1
3
.3

%
6
.6

%
6
.7

%

性
別

年
齢

そ
の
他

医
療
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
・
要
望

主
治
医
の
状
況

通
院
状
況

必
要
と
す
る
医
療
ケ
ア
の
状
況

そ
の
他

金
銭
管
理
等
の
介
助

生
活
動
作
の
介
助

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況

身
体
状
況
･健
康
状
態

障
害
の
診
断

障
害
種
別
･等
級

そ
の
他

世
帯
構
成

居
住
地

回
答
者
の
属
性

回
答
者
の
障
害
の
状
況

回
答
者
の
健
康
状
態
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
、
ＩＡ
Ｄ
Ｌ

医
療
に
関
す
る
こ
と

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

手
帳
外
の
障
害
の
状
況
（
発
達
、
難
病
、
高
次
脳
等
)
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